










福島県水道整備基本構想 は、県内の水道整備について県の基本的な考え方を示す

ために、昭和 年度に策定され、平成 年度に改定（昭和 年度一部改定）されて現在

に至っています。福島県では、平成 年度に福島県新長期総合計画 うつくしま や

福島県水資源総合計画 うつくしま水プラン が相次いで策定され、これら上位計画と

水需要量推計値等の整合を図るために、福島県水道整備基本構想 を改定することとし、

平成 年度から策定調査に着手してきました。

一方、国では、平成 年には広域化を推進する方向での水道法の改正、平成 年には

水質基準の見直し等に関する改正などが行われ、平成 年 月には 水道ビジョン が

策定されました。

水道ビジョン では、これまでの広域化政策を構築し直した 新たな広域化 や未

規制小規模施設の把握など、水道行政の新たな視点が展開され、平成 年度以降、厚生

労働省においては、そのフォローアップのための各種検討会等が精力的に活動を行って

います。本県も、 新たな水道広域化推進事業調査委員会 の一員として、施策検討に

加わってきました。
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水道ビジョン は現在の水道が抱える課題を真摯に見つめ、水道事業及び水道行政

の今後のあるべき姿や方向性を示し、課題解決への困難な道のりに灯りをともすもので

すが、その具体化には水道法第 条の に規定する 広域的水道整備計画 や、関連す

る 水道整備基本構想 の位置付けを含め、平成 年度を目途に現制度の新たな整理・

検討が行われる予定です。さらに、国は平成 年 月、各水道事業者や市町村、県等が

自らの事業を取り巻く環境を総合的に分析した上で、経営戦略を策定し、それを計画的

に実行していくための 地域水道ビジョン を策定することを勧め、 地域水道ビジョ

ン作成の手引き を公表しました。

今回、平成 年度から実施した策定調査の結果を踏まえて、福島県水道整備基本構想

として、また、福島県地域水道ビジョンとして 福島県水道整備基本構想 福島県

くらしの水ビジョン を策定いたしました。本構想は、策定調査で明らかになった福

島県の現状と課題を、福島県がどのように考え、具体的な取組みに発展させているかに

ついて記載すると共に、県内の多くの水道事業が抱える課題を抽出することにより、県

内水道事業者による、それぞれの 地域水道ビジョン 作成に役立てることを目的とし

たものです。
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本構想は、本県が考える水道整備の青写真です。これまで、県内の水道は個別の事業

体がそれぞれの整備を進めてきましたが、社会経済情勢や人口減少社会に直面して、種々

の課題が顕在化してきました。これらの課題に立ち向かうためには、地域の連携や利用

者との関係性の構築など、新たな視点による施策が必要です。そして、そこで県がどの

ような役割を果たすことが可能なのか、本構想はできる限り具体的に述べたものです。

水道事業者の皆さんに対しては、これからの水道事業が抱えるであろう課題を踏まえ

て、ここで示した施策や考え方に、理解と協力を求め、これからの水道事業にとって、

必要とされる取組みへの積極的な参加を望むものです。

また、国は各水道事業者あるいは市町村単位で、それぞれの将来計画を盛り込んだ 地

域水道ビジョン を作成するよう推奨していますが、本構想は、各市町村が 地域水道

ビジョン を作成する際の基本的な考え方として反映されることを期待します。

さらに、これまでの 水道整備基本構想 では、水道未普及地域については特に言及

してきませんでした。しかし、水道未普及地域を近い将来、水道を布設する地域と考え

るか、当面、水道未普及地域として維持していくかを含めて、未普及地域の衛生問題は

考慮されなくてはなりません。本構想は、水道未普及地域を抱える市町村が、県との連

携の基に、効果的な未普及地域対策を行うための指針となることを期待しています。

そして、一人一人の県民には、水道を利用する立場において、あるいは未普及地域で

自己水源を利用する立場において、そのシステムを持続させるための果たさなくてはな

らない役割があると考えています。県民の一人一人が、その立場ごとに、飲料水という

ライフラインを支えるためにどのような役割が期待されるかを述べました。

県は、地域における水道事業がこうあって欲しいという思いを込めて、 水道整備基

本構想 福島県くらしの水ビジョン を作りました。地域の水道事業者や市町村、

そして水道や自己水源を利用する県民の皆さんがこれを指針として活用してくださるこ

とを期待します。
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県民の日々のくらしは、安全な水の安定的な供給によって支えられます。安全な水を

安定して供給するためには、水質や水処理に係る専門的な技術力が必要ですし、その技

術力は安定的な事業経営によって担保されます。

しかし、平成 年度に実施した策定調査において、県内の水道事業は比較的良好な水

源に恵まれ、現状においては安全な水が供給されているものの、小規模の事業体が多く、

管理水準を確保するための技術的基盤が脆弱なこと、さらに、安定的に水を供給し続け

るための中長期的な経営を考慮した運営基盤が、十分に構築されていない現状が把握さ

れました。

県民が安心して生活していくためには、ライフラインである水道システムが、将来に

わたって持続的であることが大切です。そこで、水道のめざすべき方向を、次のように

考えました。

そして、 つの基本理念を位置付けました。
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持続的にくらしを支える水道 を実現するために必要なことを、水道整備の つの

基本方針として次のように定めました。
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構想の目標期間については、水道事業が長期的な計画の基に施設整備・更新を行う形

態をとることを考慮するとともに、各水道事業者による 地域水道ビジョン の策定に

ついて平成 年頃までを目途とし、目標期間を 年程度として作成するよう示されてい

ることから、同程度の期間を設定することとし、平成 年度から 年、目標年度を平成

年度とします。ただし、福島県新長期総合計画 うつくしま の目標年度が平成

年度であり、危機管理対策や水道水の安全確保のための施策については、早急な対応が

必要なことから、平成 年度を中間目標年度として、危機管理対策等の早期推進を図る

とともに、構想の総点検を行います。

また、国の制度検討の動向により、平成 年度あるいは状況の変化に応じて再整理を

行い、必要に応じ一部改定を行うことも検討します。
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福島県は、東北地方の最南端にあり、東京からはおおむね 圏内に位置しています。

面積は で、北海道、岩手県に次いで全国 番目の広さです。

本県の人口は （平成 ）年 月 日現在で 人となっており、全国では

番目ですが、合計特殊出生率は で沖縄県に次いで 番目の高さです。人口密度の全

国平均は 当たり約 人であるのに対し本県は 人と半分以下となっています。

森林面積は県全体の ％に当たる約 であり、全国 番目の広さです。広大な県

土・低い人口密度・大きな森林面積が、本県の特徴です。

注 本構想策定調査は平成 年度に実施したことから、基礎データはすべて平成

年度のものを用いています。なお、市町村合併などで状況の変化があったものに

ついてはその都度注意書きを提示しています。

注 本構想策定調査は平成 年度に実施したことから、基礎データはすべて平成

年度のものを用いています。なお、市町村合併などで状況の変化があったものに

ついてはその都度注意書きを提示しています。
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また、南北に走る阿武隈山地と奥羽山脈によって、浜通り、中通り、会津地方に三分

されます。気候もこの三つの地域によって異なります。

本県は多くの湖沼と河川を有しており、猪苗代湖をはじめとする多くの自然湖沼が県

土面積の約 を占め、水の豊かさを象徴しています。河川では阿武隈川が中通り地

域を北上していますが、重要河川（ 級河川）として阿武隈川水系のほかに つの水系

が存在します。 級河川は、浜通り地方に分布し、 水系と多数ですが流域面積はそれ

ほど広くないため、水資源の活用に小規模のダムが多数建設されています。
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項 目
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出典 平成 年版福島県勢要覧



総面積 のうち ％が森林であり、農用地は ％の 、住宅地は ％

の となっています。

県土の大部分を占める森林は、水源涵養をはじめ、県土の自然環境の保全、 の吸

収などの公益的な役割を担っています。

このように重要な役割を果たす森林を守り育て、次世代に引き継いでいくため、本県

では 福島県森林環境税条例（平成 年 月 日施行） を制定し、森林環境税を財源

として、森林との共生関係の形成、森林の保全、水源涵養の維持に役立てます。
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本県の広大な県土は、南北に縦断する阿武隈高地・奥羽山脈によって、それぞれに気

候・風土の異なる、浜通り、中通り、会津の 地方に区分されます。

また、特定の都市に人口や機能が集中することなく、県内各地にヒューマンスケール

の都市が分散した特色のある多極分散型の県土構造となっており、その中で、都市と農

山村が、機能分担と連携によって、それぞれの特性を生かしながら、 つの特色ある生

活圏をかたちづくっています。

平成 年度に策定された福島県新長期総合計画 うつくしま では、 つの生活圏

を基本とし、生活圏相互の重層的な関わりや、準生活圏の存在にも着目しながら、より

県民生活の実態に即した生活圏づくりを進めることとしています。

（ヒューマンスケール 快適性や安らぎを重視した街の規模・形態）

本県の総人口は 年前後に減少したものの、 年代から増加に向かい、 年に

は 万人を超えましたが、 年には再び減少に転じています。一方、一世帯当たり

の人員は年々減少しており、 年には 人 世帯となっています。

年齢階級別人口について昭和 年度の人口ピラミッドはおおむね年少人口の割合が大

きく老年人口が少なかったのですが、平成 年度の人口ピラミッドは年少人口が減少し、

歳以上の世代が増加しています。

本県の人口は、今後緩やかに減少すると見込まれており、国立社会保障・人口問題研

究所の推計では本構想の目標年度である平成 年度には 人となり、平成 年

度と比較して ％減少することから、水需要においても、同様に減少することが見込

まれます。
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本県の産業の状況は、産業別人口によれば、商業などの第 次産業の占める割合が、

年々大きくなっているものの、商店数や従業員数、年間商品販売額については減少傾向

にあります（平成 年 商業統計調査結果報告書 ）。

農業などの第 次産業の占める人口割合は、全国平均よりは大きい状況ですが、年々

小さくなっています。総農家数や耕地面積についても減少傾向にあります（平成 年度

福島農林水産統計年報 ）。

工業などの第 次産業の占める割合はほぼ横ばいで推移していますが、事業所数につ

いては減少傾向にあります（平成 年 福島県の工業 ）。この結果、工業用水の使用量

も減少しており、特に上水道については、料金の逓増制による負担の増大感もあり、コ

スト意識の徹底による節水努力の強化等により、供給量は減少する傾向があります。
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県内には平成 年度末現在 の上水道事業、 の簡易水道事業、 の専用水道があ

り、また、 の飲料水供給施設があります。さらに の水道用水供給事業（ は建設中）

があります。

（平成 ）年度末現在において県全体の給水人口は 人で、県の総人口

人に対する水道普及率は となっています。同年度末の全国平均普及率

と比較しますと、やや低い水準にあります。

市町村別の水道普及率は、市 、町 、村 です。 （昭和 ）年度

には、市 、町 、村 、であったことから、市町村別による格差は徐々

に是正されてきましたが、依然として町村部での普及率が低い状況にあります。
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県内の水道未普及人口は、 人（ ％）ですが、このうち給水区域内未給水人

口が 人（ ）を占めているため、実際の未普及区域人口は 人（ ）

になります。普及率が 以上の市町村は、 （平成 ）年度には 市町村であり、

未満の市町村は、 町村でした。

普及率の分布にはかなり地域差があり、現在水道普及率が に満たない 町村（

（平成 ）年度現在）は、小高町を除けば、阿武隈高地に位置する町村です。

福島県の水道未普及地域が阿武隈高地に集中している理由として、以下の 項目が考

えられます。
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区 分

上水道

簡易水道

専用水道

計

構成比率

事業数
行政区域内
人 口

給水区域内現在人口

現 在
給水人口

給水区域内
未給水人口

未 普 及
区域内人口

小高町小高町
47.6％
小高町
47.6％

葛尾村葛尾村
17.7％
葛尾村
17.7％

川内村川内村
7.9％
川内村
7.9％

東和町東和町
37.4％
東和町
37.4％

岩代町岩代町
33.0％
岩代町
33.0％

小野町小野町
40.9％
小野町
40.9％

平田村平田村
43.0％
平田村
43.0％

船引町船引町
40.1％
船引町
40.1％

鮫川村鮫川村
27.8％
鮫川村
27.8％

都路村都路村
22.1％
都路村
22.1％



施設能力

（平成 ）年度末現在の県内水道の施設能力は、 日です。年々増

加しており、 （昭和 ）年度（ 日）と比較して 日増加して

います。

配水量

県全域における水道事業の配水量は、 （平成 ）年度において 千 であり、

経年的にみると、 （平成 ）年度における 千 をピークに、上水道、簡易

水道共に近年減少傾向となっています。
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有収水量密度

地理的条件は水道事業経営を大きく左右することから、水道事業経営指標（総務省）

では、給水区域面積 当たりの年間有収水量（有収水量密度）を用いて、給水先の

密集状況を比較しています。

本県の場合、上水道事業（用水供給事業を含む。）の現在給水面積が 、年

間有収水量が 千 、簡易水道事業の現在給水面積が 、年間有収水量

が 千 となっていることから、有収水量密度は上水道事業で 千 、簡

易水道事業で 千 となります。これらに対し、全国平均は、上水道事業が

千 、簡易水道事業が 千 （平成 年度全国簡易水道統計の調査資料よ

り計上）となっており、人口密度が低く給水対象が散在している特性から、県内の有収

水量密度は著しく低い水準となっています。
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平成 ）年度の上水道の年間取水量は 千 であり、前年度と比較して

千 減少しています。取水量のうち ％が地表水（うちダム ％）、 ％が

地下水となっています。経年的には、湧水・浄水受水の取水量が増加傾向にありますが、

表流水及び地下水の取水量は、配水量と同様に、 （平成 ）年度をピークに減少傾

向がみられます。全国平均では、地表水 ％（うちダム ％）、地下水 ％となっ

ており、本県は、ダムへの依存度が低いといえます。

第 章 水道を取り巻く環境

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

�200,000

S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14

取
水
量（
千
m
 ）
�

3

地下水� 湧水・浄水受水�表流水�

浄水場

井戸

湧水

表流水

ダム



水道料金については、 （平成 ）年度における県内の上水道事業の平均が

円 、簡易水道事業の平均が 円 となっています。上水道事業の全国平

均は 円 ですから、若干高い料金水準となっています。

また、県内の上水道と簡易水道を合わせた全公営水道において、 当たりの水道料

金は、最低で 円 、最高で 円 となっており、約 倍の格差が生じて

います。
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上水道の管路総延長は であり、前年度と比べると 、昭和 年度から比べ

ると 増加しています。管種別にみると、ダクタイル鋳鉄管と硬質塩化ビニル管が、

それぞれ全体の ％、 ％を占めており、年々増加傾向にあります。これに対し、

石綿セメント管は積極的な更新が行われ年々減少しており、 （昭和 ）年度で全体

の ％を占めていたのが、 （平成 ）年度では ％となっています。
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本県では、これまで、自然的、社会的、経済的条件の一体性や適切な管理基準の維持、

全県の水道普及の状況等を考慮して、中通り広域水道圏（県北ブロック、県南ブロック）、

会津広域水道圏、浜通り広域水道圏の県内全域を包含した つの圏域を設定し、それぞ

れの圏域に、 つの広域用水供給事業及び つの広域水道事業を位置付ける広域的水道

整備計画を策定し、水道の整備を推進してきました。
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広域水道圏名

中通り広域水道圏

県北ブロック

県南ブロック

会津広域水道圏

浜通り広域水道圏

圏 域 の 範 囲

福島市、二本松市を中核とした隣接 町村

郡山市、須賀川市、白河市を中核とした隣接 町村

会津若松市、喜多方市を中核とした隣接 町村

いわき市、相馬市、原町市を中核とした隣接 町村

表中の市町村名は （平成 ）年調査時のもので、市町村合併前の状況です。

中通り広域圏
（県北ブロック）

浜通り広域圏

会津広域圏

中通り広域圏
（県南ブロック）

広域水道圏名 圏 域 の 範 囲



広域水道圏は、以下の考え方により設定されました。

県内の広域化の現状としては、複数の水道事業の施設・経営・管理を一体化した広域

水道が、相馬地方広域水道企業団と双葉地方水道企業団の 事業があります。用水供給

事業としては、会津若松地方水道用水供給企業団、喜多方地方水道用水供給企業団、福

島地方水道用水供給企業団、白河地方水道用水供給企業団、県中地域水道用水供給企業

団の 事業（うち 事業が建設中）があります。福島地方水道用水供給企業団は、受水

団体の水質検査を一元化して行っており、施設の共同化を実施しています。
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水
道
用
水
供
給
事
業

水
道
事
業

事業名

会津若松地方水道用
水供給事業

喜多方地方水道用水
供給事業

福島地方水道用水供
給事業

白河地方水道用水供
給事業

県中地域水道用水供
給事業

双葉地方水道事業

相馬地方広域水道事
業

供給対象市町村数

市 町 村

市 町 村

市 町

市 町 村

市 町 村

町

市 町

供給開始

．

．

建設中

．

建設中

．

．

供給対象市町村名

会津若松市、会津坂下町、会津高田町、会津本郷町、
北会津村、新鶴村

喜多方市、塩川町、熱塩加納村

福島市、川俣町、飯野町、桑折町、伊達町、国見町、
梁川町、保原町、霊山町、月舘町、安達町、東和町

白河市、矢吹町、泉崎村、西郷村、表郷村、東村、
中島村、大信村、棚倉町

郡山市、須賀川市、鏡石町、石川町、玉川村、平田村、
浅川町

広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町

相馬市、新地町、鹿島町

表中の市町村名は （平成 ）年調査時のもので、市町村合併前の状況です。

事業名 供給対象市町村数 供給開始 供給対象市町村名



何らかの広域化を実施している割合（広域化市町村率）をみると、 市町村のうち

市町村（ （平成 ）年度現在）が広域化をしており、市町村単位では広域化率 ％

となっています。

広域化人口 給水区域内人口により広域化人口率を算出すると、 ％となります。水

道ビジョンによれば全国の広域化人口率 ％であることから、全国平均よりやや低い

水準となっています。
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表中の市町村名は （平成 ）年調査時のもので、市町村合併前の状況です。
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川内村

大熊町

双葉町

浪江町

葛尾村

新地町

飯舘村

いわき市

用水供給 末端広域水道 市町村合併

会津若松市

喜多方市

会津美里町

合併後

南会津町

合併後

南相馬市

合併後

合併後

合併後

施設共同化

注 表中の 印は合併前のものである。

用水供給 末端広域水道 市町村合併 施設共同化 用水供給 末端広域水道 市町村合併 施設共同化

会津若松市

二本松市

喜多方市

伊 達 町

会津美里町

須賀川市

南会津町

田 村 市

南相馬市

白 河 市

広域圏

県 北 地 域

県 中 地 域

県 南 地 域

会 津 地 域

南会津地域

相 双 地 域

いわき地域

計

市町村数
（調査時）

合 併 後
市町村数

広域化数
（調査時）

広域化市町村率
（％）広域圏 市町村数

（調査時）
合 併 後
市町村数

広域化数
（調査時）

広域化市町村率
（％）

広域化市町村率は市町村合併前の市町村数で算出した。





本章では、過去の実績を基に、目標年度までの県内の生活用水の需要量を推計し、供

給量と比較します。水需要量については、これまでの水道普及率の推移を基に目標年度

の水道普及率を推計し、国立社会保障・人口問題研究所による人口推計値を用いて給水

人口を算出し、業務用・営業用水量を加えた後、全県の水道事業における水需要量を計

算しました。

目標年度の水道普及率については、過去の実績値から、複数の推計式による時系列

傾向分析によって推計した結果、平成 年度に ％と算出しました。

なお、それぞれの水道事業における計画策定に当たっては、行政上の政策目標とい

う観点から、水道普及率を設定することが望まれます。
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給水人口は、行政区域内人口に普及率を乗じて算出することとします。

給水人口 行政区域内人口 普及率

推計によると平成 年度の給水人口は、 人となり、平成 年度の

人より 人減少するものと推定されます。

平成 年度の計画一日最大給水量は 日であり、実績一日最大給水量は

日です。目標年度である平成 年度では、一日最大給水量は 日

と推計されます。

地域別にみると、県北、県中、県南、相双地域はおおむね （平成 ） （平

成 ）年に需要量が最大になり、その後減少します。会津、南会津、いわき地域は今後

需要の増加が見込まれず、年々減少するものと推計されます。
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地域 行政人口 普及率 給水人口

県 北

県 中

県 南

会 津

南 会 津

相 双

い わ き

計

行政人口 普及率 給水人口

％

％

％

％

％

％

％

％

地域 行政人口 普及率 給水人口 行政人口 普及率 給水人口

県 北

県 中

県 南

会 津

南 会 津

相 双

い わ き

福 島 県



需要量に対し、確実に供給できる水量を検討します。ここでは、各水道事業の計画取

水量を供給可能量としました。

県全体でみると、供給可能量は 日です。

供給可能量（計画取水量）の上水道と簡易水道の内訳は次のとおりです。

各地域の水需要のピーク水量と、供給可能量を比較すると、どの地域においても、需

要量を満たす供給量があり、今後とも安定して供給できることが分かります。

県全体でみると、ピーク時の需要量 日に対して、供給可能量は

日であり、 日の余裕があります。

県全体及び地域ごとでは水需給のバランスが取れていますが、市町村ごとの水需給の

バランスでは、給水人口の増加や普及率の向上によって水源水量が不足すると考えられ

る市町村が若干数存在します。

これらの市町村については、用水供給事業からの受水や地下水開発、あるいは水源に

余裕のある隣接市町村との水融通により、水量の確保を図るなどの対策が必要です。
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単位 日

県 北

県 中

県 南

会 津

南 会 津

相 双

い わ き

福 島 県

ピーク時期
ピーク時水量 計画取水量 余裕水量

判 定

需要 供給

需要 供給

需要 供給

需要 供給

需要 供給

需要 供給

需要 供給

需要 供給

ピーク時期
ピーク時水量 計画取水量 余裕水量

判 定

地 域

県 北 地 域

県 中 地 域

県 南 地 域

会 津 地 域

南会津地域

相 双 地 域

いわき地域

福島県合計

上水道 簡易水道 供給可能量地 域 上水道 簡易水道 供給可能量





本章では、福島県及び つの生活圏ごとに水道事業の分布、及び策定調査によって明らか

になった現状と課題を示します。

これらの現状と課題は、平成 年度に各水道事業体に実施したアンケート調査により抽出

されたものです。

アンケート調査の概要は以下のとおりです。

実施期日 平成 年 月 日 月 日（一部遅延回収あり）

対 象 平成 年 月 日現在で経営認可を取得している、県内全ての上水道、公営

簡易水道、水道用水供給事業者（簡易水道は市町村別）

回 答 数 上水道（用水供給を含む） 事業体

公営簡易水道 市町村

質問事項 水需給について 問

水源の状況について 問

市町村合併について 問

水道広域化について 問

施設の整備及び更新について 問

水道未普及地域について 問

水道施設の管理について 問

水質の管理について 問

施設の耐震性について 問

施設の事故・故障について 問

危機管理体制について 問

利用者へのサービス向上に向けた取組みについて 問

水道事業の経営について 問

環境対策について 問

計 問

第 章 生活圏別の水道の現状
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�



















広い面積と人口密度の低い福島県においては、水道整備の原則は、地域の水資源を有

効に活用して地域に給水することにあります。地域におけるそれぞれの水道事業が、住

民生活や都市機能を維持するため、安定した水供給システムを構築することが必要です。

水需要の状況や水源の老朽化などにより、水資源が不足する市町村におい

て、安定給水を維持するためには、水源の確保が重要です。地域単位では水

需要が満たされていることから、水資源の相互運用による水資源の有効活用

を図り、水源の不足は解消されると考えられます。

また、地下水が過剰揚水となっている地域では、地表水等への水源転換が

必要です。

特に中小規模水道においては、施設が老朽化しているにもかかわらず、将

来の更新計画が策定されていないところが多く存在します。 日本水道協会
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では平成 年に 水道施設更新指針 を発行していますが、厚生労働省では

中小規模水道の施設更新の指針として位置付けており、これらを参考にして

適切な更新計画に基づく施設更新が必要です。

水道事業経営を巡る環境は大きく変化しています。これまでは新規拡張に

よる量の確保が優先されていましたが、より安全でおいしい水を安定的に供

給するといった質の高いサービスが求められるようになりました。

これらの住民ニーズに対応しながら、継続して安定的に水供給を実施する

ためには、施設の運転技術を支える技術面、そして安定的に経営を行う財政

面での基盤強化が必要です。一般に、事業規模が小さくなるほど職員数の不

足が深刻になりますが、技術基盤の強化のため、人的資源の確保を図る必要

があります（ 水道管理参照）。

県内の水道事業の特色として、給水人口に対して給水区域面積が大きい水

道事業が多いために、職員一人当たりの業務効果が全国平均と比較して小さ

く、労働生産性が低いこと、さらに、定期的な料金改定をしていないために、

料金回収率（水道料金収入 給水費用）が非常に低い市町村があることなど

が挙げられます。

また、水道事業は施設を整備して初めて料金収入につながることから、多

大な初期投資が避けられず、それまでの施設整備に掛かる起債の償還が大き

な負担になっています。

さらに、節水型機器の普及や水の循環利用が進み、有収水量の増加が鈍る

とともに、これまで、伸び続けてきた人口が減少することから、料金収入は

減収していくことが予想され、水道事業の経営基盤に与える影響は大変大き

いと考えられます。将来の施設整備及び経営環境を見据えた財政計画を構築

し、財政の健全化を図ることが必要です。
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安定的な水供給�

・財政の健全化�

・人的資源の確保�

・水源の確保�

・維持管理の向上�

・非常時対策�

・施設の耐震化・老朽管の更新�

・配水池容量の確保�

・消火水量の確保�



水道事業は、もとより生活のために必要な水を供給する事業として、公共

性が求められるものですが、一方で長期にわたって安定的・持続的に供給す

るためには、水道事業が企業経営であるという視点を持って、水道事業経営

の仕組みを合理的かつ効率的なものにする必要があります。

上水道の料金設定は地方公営企業法の原則に基づき、将来計画を踏まえて

独立採算が可能な金額に設定されるべきです。簡易水道においても、持続的

な水道事業経営を考慮すれば、採算性は重要な要素です。

水道料金の一般的な体系は、家庭用・業務営業用・工場用といった用途別、

又は給水管の口径に伴う口径別に設定されています。これは、用途・口径に

応じて負担に格差を設け、特に生活用水としての家庭用水（小口径が多い）

を低額に抑えるという政策的な配慮を行い、不足する費用を大口の業務用や

工場用等で回収しようとするものです。

したがって、このような料金体系においては、業務用水量が落ち込めば料

金収入は大幅に減少することになります。最近では、長期にわたる不況によっ

て業務用の水道使用が抑えられ、さらには、膜処理施設の普及に伴い、企業

が自ら地下水に水源を求めて、浄水し、専用水道として使用するなど、事業

系の需要者による水道離れが進んでいます。このような形での地下水利用に

ついては、地下水保全上の問題、当該専用水道が水道事業に受水を要求した

場合の配水管理の問題などが指摘されていますが、最大の問題は水道料金体

系に与える影響が大きいことと、利益を享受できるのが大口使用者だけとい

う不公平につながることにあるとされています。何らかの制度的な検討が必

要です。

しかし、水道需要の主体が業務用から家庭用に移行し、現在の料金体系が

水道需要の実態と合わなくなっている現状があることから、これらに配慮し、

基本水量制や料金体系を見直し、需要構造の変化に対応できるようにするこ

とが求められます。それとともに、水道事業経営について利用者の理解を得

るため、情報提供を積極的に行い、透明性を高めることで、利用者に理解さ

れる料金システムを構築することが必要です。
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戦 略

内からの経営改善

職員の意識改革

外からの経営改善

概 要

目標管理に基づくマネージメントサイクルの確立、広範な戦略
的委託化、情報開示など、さらなる民間的経営手法と競争原理
を経営の実態に合わせて適切に導入する。

人材確保や研修によるスキルの向上、業務プロセス改善などに
より職員のモチベーションを向上させる。

広域化、民営化、独立行政法人化、指定管理者制度などにより
経営の根幹から体質、経営改善を図る。

戦 略 概 要



現在、県内に残された水道未普及地域は、その多くが中山間地であり、住

宅間の距離が大きく、人口密度も極めて低いことから、水道を布設する場合

には、有収水量が少ないにもかかわらず、布設費用が高額になる傾向があり

ます。また、新たに水道を布設しても、それまで使用してきた自己水源に問

題がない場合、利用者が水道水と自己水源を併用することが多く、水道事業

の不採算につながる可能性もあり、事業規模や給水開始後の経営にわたる多

面的な検討が必要です。

未普及地域の水道布設は、 未普及地域における自己水源水量・水質の状

況、 当該地域の住民満足度、 水道布設後の利用量などを勘案し、さらに、

水道布設に係る費用対効果分析等により検討する必要があります。水道未

普及地域の水道布設は、それぞれの地域の状況によって、必要性・有益性が

大きく左右されます。地域の実情を考慮した現実的な検討を行うとともに、

地域の生活衛生上の必要性を便益として考慮しなくてはなりません。

地域によっては、費用便益比が小さい場合であっても、衛生確保のために、

自治体の施策として水道布設が検討されます。このようなケースでは、一般

会計からの負担区分を明確にした中長期的な財政計画を策定し、地域の利用

者との合意形成を図ることが必要です。また、地域の状況によっては局所的

な小規模水道施設の設置（飲料水供給施設等）なども含めて検討されるべき

です。

なお、地域の生活用水の現状に問題がない場合においては、自己水源施設

の衛生確保対策に重点を置くことにより、生活衛生の確保を図っていくこと

が考えられます。
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県は、福島県水資源総合計画 うつくしま水プラン の進行管理や随時行う調査に

よって、県全体の生活用水の需給バランスの把握を行います。また、県知事認可の水

道事業に関しては、事業計画を把握し、水資源の有効活用や安定的な給水システムの

構築に関する情報提供や助言を行います。加えて、事業認可に当たっては、行政区域

内における技術的な視点からの施設配置にとどまらず、広域的な視点からの最適配置

や、複数の事業体による二重投資を回避するための指導、さらに事業体間の調整を行

います。

また、水道事業は安全な水を安定的に供給することが求められますが、持続的に供

給していくためには、地方公営企業法の適用を受けない簡易水道を含めて、財政的基

盤を構築する必要があります。県は、安定的水供給と水道事業経営の関係について啓

発を行うと共に、水道事業に係る経費について負担区分の考え方などの情報提供を行

います。

水道未普及地域への水道布設については、その必要性が高い事業について、国庫補

助の積極的な活用を図るとともに、財政力指数、水道普及率が共に低い市町村が、人

口密度の低い地域に水道を布設する必要がある場合においては、県費による補助金を

拠出して、市町村の負担の軽減を図るよう努めます。

県内の上水道、簡易水道を合わせた給水区域面積は で、県土の ％に

なります。残りの ％については、ほとんどが山間地ですが、約 人（ ％）

が居住しています。これら水道未普及地域においては、それぞれの住民が自己水源によっ

て生活用水を得ていますが、それらの衛生確保が必要です。

水道未普及地域において、自己水源として利用されている地下水や湧水を、

安全に持続的に使用するためには、その実態把握が必要です。特に地下水に

ついては、地下水位や地盤変動などの影響を受けるため、体系的な地下水状

況の把握や今後の変動を予測することが必要です。
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未普及地域の住民は井戸あるいは湧水等によって生活用水を得ています。

それらの生活用水については、水質の確認は管理者である個人に任され、水

質検査が実施されている割合は少ないと考えられます。自己水源であっても、

腸管出血性大腸菌 や 型肝炎ウィルス、有機ヒ素化合物による汚染井

戸の例もあることから、水質検査を実施し安全性を確認して使用することが

必要ですが、管理者の意識不足や長年使用して来たという安心感などから、

定期的な水質検査が行われている例は多くはありません。

また、私有施設であることから、自己水源や配管施設が不衛生な構造であっ

ても放置されている例があります。市町村及び県はこれらの施設に対し、水

質確認や施設の衛生確保の必要性を周知し、水質検査のあっせんやその結果

に基づく施設改良の具体的な指導などによって、支援を行うことが求められ

ます。

上水道（n=50）

把握している

17

34%

把握していない

33

66%

簡易水道（n=40）

把握している

21

52%

把握していない

19

48%

回答数ｎ=32

1

1

1

2

8

9

10

0 2 4 6 8 10 12

付近に汚染源がある。

農薬の混入の恐れがある。

生活排水の混入の恐れがある。

近くで汚染を発見した。

量が少ない。

水質検査をしたことがない。

濁るときがある。

理
由

回答数
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水道未普及地域で、地下水を持続的に使用するためには、地下水が汚染し

ないように地域全体で取り組む必要があります。地下水汚染につながるよう

な事業場や埋立てについて、行政の立場から十分な管理を求め、状況によっ

ては規制することも考えられます。

最近、水道水源や地下水保全のために、自治体や水道事業者が、条例・要

綱・要領等を制定しています。県内でも、福島県をはじめ、福島市、いわき

市、猪苗代町が水源保護等の条例を制定し、地下水の水量・水質に影響を及

ぼすような施設の立地規制や事前協議を規定しています。

水道未普及地域における自己水源は、基本的には住民一人一人に管理責任

があります。自己水源の安全性は自ら確保するという姿勢で、定期的な水質

検査や設備の衛生確保に努めることが必要です。

安全な飲料水の確保には、住民による水源の適正管理が不可欠であり、住

民が協力して、共有財産としての地下水を保全するという地域の合意が必要

です。従来、水質や水量に恵まれ、良好な自己水源を有する水道未普及地域

においては、水管理組合などの地域コミュニティが、水源地域の清掃など水

環境の保全を担ってきた側面があります。近年、流動人口の増加や過疎化の

進行により、従来からの地域コミュニティの形が失われ、果たしてきた役割

の維持が困難になる例がみられます。このため、衛生環境の維持の視点から、

行政と地域コミュニティが果たす役割を再整理し、合意形成を行う必要があ

ります。
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県は、井戸等の総合的な衛生の確保を図ることを目的として、 福島県飲用井戸等

衛生対策要領 （平成元年 月 日保健環境部長通知、平成 年 月 日改定）を定

めています。

県は、地下水汚染を所管する環境部局と連携し、飲用に供する井戸に係る地下水の

汚染状況を把握するよう努め、地域保健法の立場から住民の飲用井戸等の衛生確保に

当たります。保健所の環境衛生部門は、住民窓口として水質や安全性に関する相談を

受け付けます。

水道未普及地域における住民の生活用水の把握については、水道整備検討の基礎的

資料として、市町村の役割とされますが、県は飲用井戸等を設置しようとする者、飲

用井戸等の設置者及び管理者並びに使用者に対し、啓発のため必要な措置を講ずるよ

う努め、市町村との連携の下に、水道未普及地域の地下水等の状況について情報を整

理し提供する仕組みを作ります。

一方、水道施設や飲料水供給施設の設置を検討する市町村に対しては、技術的な情

報の提供と共に、補助制度（国庫）の活用に関して助言を行うほか、一定の要件を満

たす施設整備については県費補助を行い、地域の衛生確保に努めます。

福島県の水道普及率は （平成 ）年度末現在 ％に達し、水道施設は住民の生

活や経済活動の基盤施設として欠くことのできない役割を果たしていますが、近年は 新

設・拡張の時代 から 維持管理の時代 に移ったといわれています。

福島県では広大な県土と多様な地域特性を背景に、様々な規模の水道事業が様々な地

域環境の中で運営されています。社会情勢の変化、施設の老朽化、自然災害への対応な

ど、水道事業が抱える課題は山積していますが、地域生活のライフラインを適切に維持

し、安定的な供給を図るためには、水道の管理水準の向上が必要です。
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「維持管理の時代」
質の高いサービスが優先

「拡張・新設の時代」

量の確保が優先



老朽化施設については、さきに（ ）述べたように、更新計画に基づく

更新が必要ですが、更新に至るまでは、施設の状態に応じて、維持管理マニュ

アルを策定し、巡回や点検頻度を定めて、施設の安定性を維持することが必

要です。

給水水質の安全確保を図るためには、浄水施設、送水施設及び配水施設の

運転・維持管理を常に適切に実施することが求められます。水道施設は認可

制度の下で、原水水質に即した浄水施設や配水量、給水量に見合う送・配水

施設が計画され、整備されますが、計画時の設定に基づく運転が適切に実施

されることにより、給水水質が確保されます。

また、水道技術管理者は、水道事業における技術面の責任者であり、原水

水質の変動や一時的な給水量の増加等に応じて、施設の運転条件を設定する

技術的な判断が求められることから、相応の技術力が必要なのは当然ですが、

組織上適切な権限を持つ職階にあることが必要です。
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水道管理体制を向上させるためには、まず管理の実態を自己評価する必要

があります。

必要な管理項目について、所定の頻度と適正な内容で管理しているか

チェックし、もし不足がある場合には、何らかの対応を講じなければなりま

せん。近年、水道事業ガイドライン や 水道施設更新指針 などによって、

事業評価の手法が示されるようになりました。現状では、大規模事業体の取

組みが盛んですが、中小規模事業体においても、導入可能な項目は多く、事

業評価による管理の目標設定が必要です。

県内には、山間部に分散した施設を、限られた職員で管理している水道事

業が多数あります。広い範囲に分散した施設から管路の配水管理までを少人

数で行うためには、管理の一元化、集中監視システムの導入を検討すること

が望まれます。
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中央監視装置

水　源
A浄水場

ａ配水池

ａ’ポンプ場

Ｂ浄水場

ｂ配水池

ｂ’ポンプ場



近年、集中監視システムはパソコンやワークステーションの汎用ソフトウ

エアでも十分に監視制御が可能なレベルにまで機能の向上が進んでいます。

操作管理が容易で、さらに導入費用や維持管理費用が低減化した集中監視シ

ステムの導入によって、少人数体制でも、広域に分散している施設に管理の

適正化が図られます。

平成 年の水道法改正により、中小水道事業者にとって技術的に困難とな

りつつある浄水場の運転管理、水質管理などの技術上の業務を、技術的に信

頼できる第三者に委託することができるようになりました。職員が不足し、

かつ、専門技術職員を有しない水道事業体では、専門知識を有する第三者に

委託（包括的委託）によって、水道管理の技術基盤を向上させる方法があり

ます。

従来においても、水道事業者が一部の業務を委託する、いわゆる外部委託

（アウトソーシング）が行われていましたが、包括的委託の場合、外部委託

と大きく異なるのは、業務委託に伴い水道技術管理者の権限と責任が受託者

に移管されるところにあります。

水道事業者は、安全で安定した水道を供給するため、水道管理レベルの目

標を設置し、必要に応じてアウトソーシングや第三者委託の導入も検討の対

象とすることが考えられます。
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維持管理の効率化、
水準の向上



漏水防止による有効率向上策は、水資源の有効活用だけではなく、水道水

の安定給水を確保し、水道事業経営の効率化を図るための重要な施策の一つ

です。漏水防止策としては、体系的な漏水調査や、計画的な老朽管布設替え

工事が有効です。

また、赤水や濁水、不定期な断水は利用者の利便性を損なうほか、水道へ

の信頼を損なう原因となりますから、定期的な排水作業による赤水の防止や、

管路の弁、ポンプといった配水施設の点検・調整は計画的に実施する必要が

あります。

適正な水質検査】

良好な水質の水を給水するためには、常に原水、浄水、そして給水栓にお

ける水質の把握が必要です。水道事業者は平成 年度から、水質管理のため

に、水源種別、これまでの水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的

に検討し、水質検査計画を定め、自ら又は指定検査機関への委託により水質

検査を実施し、その結果を評価・公表する義務があります。

また、県が策定した 福島県水道水質管理計画 では、県内で大規模に取

水している水源等について、管理目標設定項目の水質検査を体系的に実施す

ることとしており、計画取水量 日以上の表流水水源及び計画取水

量 日以上の地下水水源については、水道事業者が当該流域や地下

水の水質監視の一部を担うものとしています。
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委託形態

アウトソーシング

第 三 者 委 託

メリット

・業務を分割して委託が可能
・事業体の特性に応じ委託業務を
任意に設定できる。
・事業の責任はあくまで当該事業
体になる。

・第三者の技術力を活用すること
により効果的な事業運営が確保
される。
・管理の包括的委託により委託者
の裁量が期待される。
・権限移譲の実現
・包括的委託による管理コストの
低減化が可能

課 題

・部分委託のため受託者による施
設全体を見通した管理運営のイ
ンセンティブが働かない。
・委託事業者と委託者の調整

・業務委託範囲の明確化
・業務内容の明確化
・事故時等の対応
・委託業者の選定

委託形態 メリット 課 題



【集水域の監視とその適切な管理】

水道水の安全確保を図るために重要な対策の一つは、集水域の監視とその

適切な管理です。原水の水質に異常があった場合、取水の停止や浄水時の操

作など、迅速に対応する体制が必要です。

集水域の日常的な把握は、水道水の安全確保を図る上で極めて重要であり、

同じ流域から取水する事業体間における情報の共有システムの構築など、収

集情報の広域化と効率化を進める必要があります。

また、水源の汚染を早期に発見し、水質汚染事故時に迅速な対応を採るた

めに、水道事業体及び関係行政機関との連絡体制を確立する必要があります。
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A浄水場

A川水系

B浄水場

C浄水場
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報
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貯水槽水道へのかかわり

平成 年の水道法改正により、水道事業者は貯水槽水道の設置状況及び維

持管理状況を把握し、必要に応じて指導・助言・勧告をすることとされまし

た。有効貯水量が を超える受水槽については、保健所長に設置の届出を

行う制度となっており、有効貯水量が を超える受水槽については、水道

法に基づく法定検査制度もあることから、これらの制度を活用し、保健所、

水道事業者の適切な連携による、維持管理の指導・助言が必要です。

また、今後は貯水槽水道を介さない直結給水システムへの積極的な取り組

みが望まれます。

県は、水道事業体に対し、管理の重要性や実態に即した管理方法などの技術情報に

ついて、会議や研修会の場で重要性を的確に伝え、水道事業体職員の技術力及び意識

向上のため教育・啓発の機会を設けます。

また、県は県知事認可の水道事業に対する立入検査や報告徴収を活用し、管理の実

態を把握し、定期的に管理状況を検査・チェックして、適切な管理が行われているか

確認する立場にあります。

県では、平成 年度に立入検査実施要領を改定し、一つ一つの水道事業について、

書類検査、現場検査を実施することによって認可施設の建設状況や運転管理状況を詳

細に把握するようにしました。また、それらの情報を 水道データベース に蓄積し、

全県的な状況の把握を可能とします。 管理水準に問題がある水道事業については、

技術上・体制上の指導助言を行うほか、管理マニュアルの策定などについて支援を行

います。

さらに、把握した管理の状況について集約し、保健所ごとに地域としての問題点や

課題を整理し、地域の管理水準の向上を図るようにします。

また、管理水準向上に向けた体制作りのために、包括的委託や広域化に関する啓発

を行い、必要に応じて管理の共同化の提案を行う等、該当する事業体間の調整を行い

ます。

さらに、水道水質管理計画を策定し、流域における水質管理体制や、水質検査情報

の共有化を進め、県全体の水道水質管理体制の向上をめざすものとします。

M

高置水槽

受水槽

水道本管水道本管水道本管

メーターメーターメーター
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新潟県中越地震や福岡県西方沖地震の被害状況が示すとおり、水道が市民の生活に不

可欠な存在となった現在、災害や事故による断水・減水が社会に与える影響は極めて大

きいものです。また、頻発する地震によって、災害や事故における水道事業の課題が明

らかになったことから、水道事業者には、従前にも増して災害への備えを行い、安定し

た給水の確保を図ることが強く求められるようになりました。

また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 年法律

第 号。以下 国民保護法 という。）が施行されたことに伴い、生活関連等施設に指

定される一定規模以上の取水、貯留若しくは浄水のための施設又は貯水池の管理者は、

兵器を用いた武力攻撃や大規模なテロが発生した場合において、知事等の要請に

より、又は、地方公共団体が管理する生活関連等施設においては、当該団体の国民保護

計画に基づき、当該施設の安全の確保を行う必要があります。また、 国民保護法 に

基づき、平成 年度に策定予定の福島県民等保護計画（仮称）には、生活関連等施設以

外の公共施設等の安全確保が定められていることから、平素から水道施設を守る備えに

ついても十分な対応が必要とされます。
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ｃ水道事業者
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第 章 水道整備の基本方針

福 島 県 全国平均
（上水のみ）上 水 簡 水 合 計

該当市町村数

回答市町村数

回答率

浄水場数

十分な耐震性を有する浄水場の数

耐震性は十分ではないが、今後対策を実施する計画のある浄水場の数

耐震性は十分ではなく、今後対策を実施する計画もない浄水場の数

現在の耐震化率（ ）

配水池数

十分な耐震性を有する配水池の数

緊急遮断弁を有する配水池数

耐震性は十分ではないが、今後対策を実施する計画のある配水池数

耐震性は十分ではなく、今後対策を実施する計画もない配水池の数

現在の耐震化率（ ）

緊急遮断弁整備率（ ）

管路総延長（ ）

耐震管路延長（ ）

耐震管路率（ ）

本件は、平成 年 月現在で実施した、 福島県水道整備基本構想 の見直しに伴う水道事業者へのアンケート調査の結果に
よる。
本表の 十分な耐震性を有する とは、 水道施設耐震工法指針・解説 （日本水道協会 発行）により設計されたもの、ま

たは耐震性診断により耐震性があると判断された施設とする。
浄水場であっても、消毒のみで耐震構造とする必要のない浄水場は含まない。
浄水場内に配置された配水地は浄水場に含める。
本表の管路延長は幹線管路延長とし、耐震管路とは 形、 形、 形等の耐震継手を採用している管路とする。
本表には民営の簡易水道は含まない。
全国平均値は に厚生労働省が実施した 水道ビジョン策定のためのアンケート調査 の結果による（上水のみ対象）。

回答率

現在の耐震化率（ ）

現在の耐震化率（ ）

緊急遮断弁整備率（ ）

耐震管路率（ ）
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福 島 県 全 国
（上水のみ）上 水 簡 水 合 計

緊急時連絡体制が整備されている （内 部）

（外 部）

初動体制の指針が整備されている 地 震

豪 雨

水 質 事 故

施 設 事 故

停 電

テ ロ

危機管理マニュアルが整備されている 地 震

豪 雨

水 質 事 故

施 設 事 故

停 電

テ ロ

防災訓練を実施している

緊急時に備え他の事業者と協定を締結している

結んでいる協定の内容は 資機材の提供

職 員 の 派 遣

飲料水供給支援

そ の 他

近隣の事業者と連絡管が整備されている

福島県のデータは に実施した 福島県水道整備基本構想策定に係るアンケート調査 の結果による。
全国平均のデータは に実施した 水道ビジョン検討のためのアンケート調査 の結果による（厚生労働省実

施・・・上水のみ）。

福 島 県 全 国
（上水のみ）上 水 簡 水 合 計



災害や事故に対する対策には、管路の耐震化や連絡管の整備などハード面

の整備と、危機管理マニュアルの整備などのソフト面の整備があります。ど

ちらの整備も必要不可欠ですが、施設の耐震化等は、膨大な費用が掛かる上、

すべての施設の更新を完了させるためには長い年月を要します。それに対し、

危機管理体制や相互応援体制などのソフト面の整備は短期間で大きな効果を

上げることが可能です。

本県では、水道施設の耐震性を強化し、地震時の被害を最小限にとどめ、

かつ、速やかに被害施設の復旧を可能にするために 福島県地域防災計画（震

災対策編）（平成 年修正版）において水道事業における震災対策を定めて

います。
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また、相双地域には、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所が

立地し、計 基の発電用原子炉が運転されていることから、原子力災害時の

対応については、 福島県地域防災計画原子力災害対策編 が定められてい

ますが、相双地域だけではなく広範な地域への配慮が必要です。

なお、水道事業者が実施する危機管理対策には、被害の未然防止あるいは

軽減のための予防対策、災害時における応急復旧対策、本格的な復旧時に行

う恒久対策に分けられます。

予防対策は、予想される災害・事故による被害をできる限り少なくするた

め、あらかじめ施設の構造的強度・老朽度等を主体とした点検・診断を行い、

安全性の度合いに応じた補修や改良を行うものです。

特に、施設の耐震化については、現存する施設の耐震診断を行い、補修や

改良のための施設更新計画、耐震化計画を策定し、計画的に進める必要があ

ります。このほか、テロ対策としての監視装置の設置、沈殿地やろ過池に対

する屋根や覆い等の設置などが考えられ、施設の立地条件や規模によって選

択されるべきです。

水源間あるいは配水系統間の相互連絡、緊急時に予備水源として使用可能

な近隣井戸の確認、水道事業間の連絡管の整備、施設管理上確保すべき予備

電源などのバックアップ体制を整えることも重要です。また、火災発生時の

ために配水池の容量に消火水量を考慮することも必要です。

さらに、被災時には相当の混乱が生じるものと考えられるため、被災時を

想定した初動体制の整備や非常時対策用マニュアルの策定が重要です。
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応急対策は応急復旧対策と応急給水対策に分けられます。

応急復旧対策は、被災状況の把握、配水調整、復旧優先順位の決定、応急

復旧計画の作成、復旧工事の実施などです。特に、大規模災害時において復

旧活動を円滑に行うためには、要員確保の方法、情報連絡網の確立、重要路

線の選定、資機材の備蓄など、平常時にソフト対策として整備されてきたシ

ステムが重要な役割を果たします。

応急給水対策には、飲料水の確保、応急給水用の資機材の整備、応急給水

などが含まれます。応急給水では、水道事業者と市町村の住民部局や衛生部

局との役割分担を明確にするとともに、大規模な応急給水時のボランティア

の活用に対しても、あらかじめその対応を検討しておくことが必要になりま

す。

応急対策を円滑に実施するためには、施設や職務に精通した職員の適切な

配置とともに、日ごろの職員の育成や応急対策の訓練が必要です。

災害時や事故が発生したときに、緊急性の高い病院等に優先的に水を配る

システムが重要です。これら拠点施設への管路の耐震化を早急に図ると共に、

拠点施設における貯水施設の設置や、水を大量に必要とする人工透析患者を

移送する拠点病院の整備など、救急体制と連携した対策を急ぐ必要がありま

す。
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福島県地域防災計画 により、県は、災害や事故の発生時には県内の被災状況に

関する情報収集を行い、関係機関との連絡調整に当たります。また、 福島県水道地

震対策推進計画書（平成 年策定、平成 年度改定予定） では、本庁と保健所及び

管内水道事業体との連絡調整、支援体制整備を定めています。

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合においては、基準に基づき 福島県災

害対策本部 が設置されますが、対策本部で収集される各種情報を関係水道事業者に

提供し、関係機関との調整を図ります。

なお、宮城県北部地震や新潟県中越地震においては、中小の水道事業者が被災し、

その復旧に当たり、ソフト整備が不十分であるという、本県の事業体にも共通する課

題が抽出されました。県は、これらを踏まえ、県庁及び保健所に、県内すべての水道

事業の主要施設についての図面を収集・整理した施設台帳を整備しました。この他、

立入検査によって得られた情報を集約する水道データベースにおいて、各水道事業の

危機管理体制や施設の耐震性等の情報を整理し、ソフト面・ハード面の体制整備につ

いて推進や助言を行います。

水道施設台帳及び水道データベースは、災害や事故が発生した場合には、迅速かつ

正確に情報伝達を図るための資料とするほか、水道事業の危機管理におけるバック

アップ体制を整えるものとして整備します。

国民保護法に基づき平成 年度内に策定する県計画においては、これら、水道施設

台帳等の情報を活用し、有機的な危機管理体制を提唱します。

また、県は地域内あるいは地域を越えた水道事業者が連携し、相互に支援できる体

制を整備するための調整を行います。
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県内の水道事業が抱える種々の課題には、中小規模水道事業体において技術的・財政

的基盤が不十分であること、建設後年月を経て、徐々に施設機能が劣化しても、十分な

対応が行われていないことに起因するものが多数あります。しかし、中小規模水道が単

独で、基盤強化を考えることは、なかなか困難な現状です。

これらの課題解決には、生活圏を中心として、地域の水道がネットワークを作り、日々

の連携を深めることが有効です。地域水道のネットワークは、災害時の相互支援体制と

して大切なばかりでなく、近隣の他事業との比較における管理水準の自己評価や、自己

施設の問題点の抽出等に役立つことが期待されます。そこから、事務の共同処理や施設

の共同管理など広域化への試みが行われ、さらにネットワークの充実が図られることが

求められます。

広域化は、中小規模水道の基盤強化の有力な手段の一つと考えられています。従来、

広域化については、水資源確保による大規模な施設整備により、広範な地域に一定のサー

ビス水準を確保することとして考えられてきましたが、 水道ビジョン では、水道事

業の統合・広域化の手法として次の 段階を提示しています。

新たな広域化 は地域の水道がネットワークを作り、互いの連携の下に、種々の課

題の解決を図ることを可能にしました。そして、地域の水道がネットワークを構築し、

連携していくことは、 新たな広域化 としてだけではなく、災害や事故に備え、管理

水準を上げるなど、水道の安定性向上を図るために重要なことです。
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災害時や事故が発生したとき、地域内の水道事業者が連携し、相互に支援

できる体制を整備するためには、地域の水道が日常的にネットワークを形成

することが必要です。
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ネットワークには地域情報の共有化といった緩やかなものから、地域で一

体的な施設を整備し安定的な水供給を図る（施設の一体化による広域化）も

のまで、広域化の種類と同様、種々の段階が考えられます。

地域の水道事業がネットワークを形成するため、広域化を行うメリットに

は、技術基盤の向上や管理体制の強化など多数ありますが、一方で、事業規

模拡大による即応性の低下など、デメリットも存在すると考えられ、地域の

条件に応じ、適正規模による多様な広域化やネットワークの形成を進めるこ

とが必要です。
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区 分

水 需 給 面

施 設 面

維持管理面

経営財政面

給水サービス

メリット

・地域間の水需給の不均衡の解消

・水資源の開発や利水の合理化

・複数水源による供給安定性の向上

・施設の更新・新設事業の合理的な実施

・施設整備レベルの平準化

・技術基盤の向上

・管理体制の強化

・財政基盤の強化

・建設投資・組織体制の合理化によるコ

スト縮減

・給水サービスの平準化

・水道料金の格差是正

・非常時給水体制の強化

デメリット

・水源開発費の負担が重荷になる場合

がある。

・地理的条件等の面から事業規模の拡

大がむしろマイナスとなる場合もあ

る。

・浄水場を統合・集中化すると複数施

設による危険分散効果がなくなる可

能性がある。

・広域化後の職員の処遇

・簡易水道の補助がなくなる。

・事業規模拡大によるコストの増加

・一部の市民にとっては料金値上げの

場合がある。

・料金負担の不公平感

区 分 メリット デメリット
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地域間の水需給の不均衡の解消

水資源開発や利水の合理化

複数水源による供給安定性の向上

施設の更新や新設事業の合理的な
実施

施設設備レベルの平準化

技術基盤の向上

管理体制の強化

財政基盤の強化

建設投資・組織体制の合理化によ
るコスト縮減

水道料金の格差是正

非常時給水体制の強化

施設・経営・
管理の一体化 経営の一体化 管理の共同化 施設の共同化

効果有り 一部で効果有り

施設・経営・
管理の一体化 経営の一体化 管理の共同化 施設の共同化

事業規模拡大によるコストの増加

浄水場統廃合・集中化で危険分散
効果がなくなる

水源開発費の負担

広域化後の職員の処遇

簡易水道の補助がなくなる

一部の市民にとっては料金値上げ
の場合がある

料金負担の不公平感

施設・経営・
管理の一体化 経営の一体化 管理の共同化 施設の共同化

可能性有り

施設・経営・
管理の一体化 経営の一体化 管理の共同化 施設の共同化



地域水道のネットワークによって、地域の水道施設の最適配置を図ること

が可能です。

水道施設全体の配置は、各施設がその機能を十分に発揮し、安定性が高ま

るものでなければなりません。施設配置は、水源の安全性や施設へのアクセ

ス、地形的な有利性、エネルギー効率等から考慮されるものであり、最適な

配置をすることによって水源の安定性や施設の維持管理性が向上します。

福島県の水道は昭和 年代までに急速に普及が進んだことから、その時期

から 年を経て、老朽化や施設の機能劣化による更新時期を迎えており、そ

の時期は平成 年に集中しています。

施設の更新は多額の費用が掛かるものの、安定性や効率の低い施設を統廃

合したり、配置場所の転換を図る絶好の機会であり、長期的な視点に立って、

最適配置を目指した、合理的な水道施設を構築する計画が必要です。

本県で広域化が進まない理由として、隣接する事業体との距離的な大きさ

が挙げられています。このような地域のネットワークは、管理の共同化、す

なわち中小規模水道事業をそのまま維持して、各事業の施設や経営の統合は

行わず、複数の水道事業の維持管理のみを一元化する形態が最も現実的です。

管理の共同化の手法として、遠隔監視システムの導入及び共同管理、資機

材の共同購入、複数の事業が共同して第三者委託を行うなどが考えられます。

ネットワーク化や広域化を進める場合に、リーダーシップをとる存在がな

いことが課題とされています。中小規模水道事業体では、職員が不足し、少

数で施設の維持管理から補修・点検、経営管理まで行っているため、現状を

維持することに追われ、他の事業体との連携といった新たな業務に着手する

余裕が無い現状にあります。逆に大規模事業体では、現状で経営及び管理状

況が良好なことから、他事業体との統合がメリットと考えにくく、ネットワー

ク化や広域化を促進させる動きに至らないことが考えられます。
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課 題

・施設の分散

・上水道において良質な水
源と用地の確保が難しい

・施設へのアクセスが不便

・資金不足

対 策

・複数事業体の施設を統廃合

・良質な水源が得られる上流部、山間部の事業体と共同で施設を所
有

・複数施設の統合・集中化

・複数事業体による共同事業

課 題 対 策



このような状況においては、県などがその地域に即したネットワークのあ

り方を考える場を設定し、地域として水道事業の連携に対する認識を高める

ことが必要です。

水道事業の統合に当たって、事業体間において料金格差が大きい場合や上

水道と簡易水道のように事業形態が異なる場合は、水道料金の取扱いは大き

な課題になります。

水道法では、公正な水道料金の確保、差別的取扱いの禁止などが定められ

ており、合理的な理由がない限り、統一料金であることが要求されているこ

とから、基本的には、統合後の住民サービスの公平性を確保するため、水道

料金の統一を図ることが望ましいと考えられます。

しかし、実態としては、事業統合後もしばらくは統合前の水道料金を適用

して、同一事業内で料金格差が存在する例がみられます。料金格差や、事業

形態の差異など、水道料金の均一化が困難で、当面は統合前の水道料金を維

持する場合にも、その後できるだけ早い時期に統一料金を目指すなどの調整

方法を検討する必要があります。

一般に事業統合の際には、サービスは高い水準に、負担は低い水準に調整

するとされますが、水道事業は独立採算制であることから、水道料金を単純

に低い水準に合わせると、経営が圧迫され健全な経営を維持できなくなるお

それがあります。統一的な水道料金の設定は早い方が望ましいとはいえます

が、適正な費用負担の検討を十分に行うべきです。

地域の水道がネットワークを作るためには、県の保健所が重要な役割を果たします。

保健所を中心とした管内水道事業の協議会などにおいて、相互支援のあり方や管理の

あるべき水準について協議を行い、情報の共有化を進め、ネットワークの素地を形成

していきます。

県は、協議会などをとおし、水道事業者間の調整を行い、その地域の水道問題を考

えるための共通の場を設定します。これにより市町村が地域の水道のあり方について

共同で取り組む基盤が整備され、地域の実状に応じたネットワークが形成され、広域

化を含めた将来計画が策定され、実施に移されることが期待できます。

県では平成 年度 広域化推進事業 を実施し、県内 か所のモデル地域で、地域

の水道事業者を含めて、管理の一体化を行う場合の問題点の抽出を行い、また、管理

の一体化による具体的な効果を定量的に算出して、新たな広域化のメリット、デメリッ

トについて検討を行います。本事業は平成 年度も継続して実施され、県内各地で広

域化を引き続き支援します。

また、管理向上の体制作りのために、必要に応じて管理の共同化や第三者委託等、

該当事業体間のパイプ役や調整に関与することが考えられます。
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水道事業は、自然環境中に存在する水を、水道というシステムによって飲用に適する

状態に加工し、各家庭に供給しています。環境保全への関心が高まる現在、水を一時的

な資源としてではなく、環境中で繰り返し利用することができる循環資源としてとらえ

る視点を持つ必要があります。

第 章 水道整備の基本方針

市町村 条例等の名称 策定年月日

福 島 県 福島県生活環境の保全等に関する条例 平成 年 月 日

福 島 県
福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に
関する条例

平成 年 月 日

福 島 市 福島市水道水源保護条例 平成 年 月 日

いわき市 いわき市水道水源保護条例 平成 年 月 日

相 馬 市 相馬市水道水源保護条例 平成 年 月 日

猪苗代町 猪苗代町水道水源保護要綱 平成 年 月 日

市町村 条例等の名称 策定年月日



水道水源の環境保全は水道事業にとって、利用者に安全でおいしい水を届

けるための大切な要素であるばかりでなく、浄水費用を抑制し、事業経営に

役立てる立場からも重要です。水源上流における農薬散布や、生活排水処理

施設の整備促進、適正な土地利用を行うことなどについて、水道事業の立場

から発言することが重要です。

環境対策を推進していくためには、水道事業にかかわる職員や水道の利用

者が、水道事業と環境問題の関係を理解し、認識を深めることが必要です。

環境問題に関する職員研修を充実させるとともに、利用者に対して水源保全

や流域の保全に関する情報提供や協力関係の構築を図ることが求められま

す。
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水資源の保全は、水資源を育む水源涵養地域の保全と、限られた資源であ

る水の有効利用に大別されます。

水道水源にかかわる森林は、水源涵養機能だけでなく、生態系の維持や二

酸化炭素の吸収など環境負荷の低減にも大きく貢献しています。良好で豊か

な水道水源を本県の貴重な財産として次の世代に引き継ぐため、水道水源に

かかる保全施策を総合的かつ効果的に進めていく必要があります。

また、利用者の一人一人においても、自らの生活用水を支えるため、水源

の森林保全活動に参加するなど、水源保全に取り組むことが必要です。

水道水を利用者へ供給するまでには、導・送・配水工程及び浄水工程にお

いて、様々なエネルギーと資源を消費しています。水を巡る環境を保全する

ためには、取水から給水に至るすべての過程における、資源の有効利用を進

めることが求められます。

水処理過程においては、省エネルギーと廃棄物の抑制・リサイクルの推進

が考えられます。省エネルギーのためには、電力使用の効率化、自然エネル

ギーの有効利用、未利用エネルギーの活用があります。廃棄物の抑制・リサ

イクルの推進には、浄水処理工程における汚泥の有効利用が考えられます。

また、環境保全対策は水処理過程だけでなく、水道工事においても求めら

れます。具体的には、低排出ガス車の採用など、周辺環境への影響を配慮し

た施工や、工事による渋滞の減少があります。

なお、工事過程における廃棄物の抑制策として、建設廃棄物・汚泥のリサ

イクル、鋳鉄管などの撤去管リサイクル、浅層埋設の推進が挙げられます。

水道事業の利用者にとって、実際に蛇口から出る水の水源や浄水のあり方

を知ることは周囲の環境との関係を意識する第一歩になります。水循環系と

水道システムの関係を広くとらえた啓発が必要です。

さらに、利用者には水源や浄水の状況を踏まえて、自らの生活による負荷

が水道水に与える影響を意識し、節水意識の向上と定着を図るなど、ライフ

スタイルに反映させることが求められます。

本県では福島県水資源総合計画 うつくしま水プラン に基づく施策の実施や、平

成 年度に策定予定の総合的な水管理計画 うつくしま 水との共生 プラン に基

づく流域ごとの健全な水循環の確保により、県内どこでも、安全でおいしい水を享受
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できるようにするため、水源地域の保全に総合的に取り組みます。

また、県は、福島県水道水質管理計画に基づいて、各水道事業者の協力を得ながら、

県内の主要な水道水源について水質の把握を行っています。

さらに、生活環境部局では 福島県生活環境の保全等に関する条例（平成 年 月

日施行）、福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例（平成

年 月 日施行）により、県内水環境の保全に努めるほか、農林水産部局においては、

森林環境税を財源として水源地域等の森林保全に努めます。

県は、これら各施策の成果を流域情報として把握整理した上で、関係水道事業者へ

提供を行うほか、水道事業者からの水環境保全に関する提言を、関係部局に伝えます。

その他の環境保全対策への取組みとしては、水道事業と環境保全とのかかわりにつ

いて啓発を行うほか、流域単位などの広域的な水源保全の取組みがあります。上流、

下流におけるそれぞれの水環境保全の施策や活動が、流域の水道に果たす役割を認識

し、調整を行います。

これからの水道を考える場合、持続的に安全な水を安定的に供給するためには、水道

事業者が常に利用者ニーズを考えながら事業を行っていく必要がありますが、一方、利

用者も水道システムへの理解を深め、水道事業を支えるパートナーとして協力や参加し

ていくことが必要です。

水道法では、利用者の水道事業に対する理解を深めるとともに、利用者の知りたい情

報を積極的に提供していく観点から、水道の安全性やコストに関する情報提供を水道事

業者の責務として位置付けています。
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水道水の安全・安心を確保するためには、他の項で述べてきたように、施

設整備、人的配備、水質管理などが必要であり、そのためには経費が掛かり

ます。水道事業者は利用者に 水道料金 という形で費用負担を求めますが、

その負担がどのように、安全で安心な水の安定供給や災害時のリスクの低減

に使用されているか、説明する責任があります。取水施設や浄水施設、それ

ぞれのイニシャルコストやランニングコストについて、分かりやすい説明を

行うほか、利用者の目につきにくい災害対策への投資などについて、具体的

に説明する必要があります。

多くの水道事業においては、これから水需要の増加は見込めないことから、

従来よりもさらに限られた収入の中で施設整備をしていかなければなりませ

ん。既存施設の更新などについては、その施策の重要性を、十分住民に理解

してもらった上で着手することにより、水道料金に対する理解が深まり、将

来にわたっての健全な水道経営が可能となります。

利用者にとっても、水道料金について安全・安心な水を享受するための対

価を払うという理解が必要です。

水道法施行令では、利用者に提供する情報の内容や、提供の頻度、方法に

ついて、基本的な考え方を次のとおり定めています。
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このうち については毎年 回以上定期に、 及び については必要

が生じたときに速やかに、利用者が情報を容易に入手することができるよう

な方法で行うものとする、とされています。

水道事業を円滑に管理運営していくためには、住民の理解と協力が必要で

す。そのためには、広報活動が不可欠であり、広報活動による事業の透明性

が確保されることによって、住民の理解と協力が得られ、さらに水道事業へ

の信頼につながります。
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広報の機会は、インターネットによるホームページの開設など、利用者が

情報を入手しやすい方法が望ましいのですが、水道料金の納入や口座振替の

通知、市町村の広報誌など各種の媒体が考えられます。

また、浄水場公開等のイベントの開催などで、情報提供と水道事業への理

解を目的とする交流の場を設定することが求められます。

水道事業評議会や水道審議会などの第三者機関の委員に、利用者の参加を

求めるほか、水道モニター制度、アンケートの実施などにより、利用者の意

見を積極的に集約し、水道事業運営に生かしていくことが必要です。

利用者においても、漏水や身近な水道施設の異常等を発見した場合の通報

や、災害時の応急給水にボランティアとして参加することなど、果たしうる

役割について意見を述べ、主体的に水道事業と関わることによって、新たな

関係性が構築されると考えられます。

利用者が水道料金という形で負担した費用を、水道事業者が有効に活用し

て、安全な水を安定的に供給しているという相互理解の基に、利用者が水道

事業運営に参加し、日常及び災害や事故等の非日常においても役割を担うと

共に、長期的には、生活の場で水を大切に使うことや、生活排水を無秩序に

排出しないことが、安定的な給水や、将来の浄水コストの低減につながりま

す。

水道事業では、安全な水を安定的に供給するための財政的基盤の構築が課題となっ

ています。そのためには利用者の理解が不可欠であり、水道事業者への信頼によって、

互いの役割を果たしていく合意形成が必要です。

県は、水道週間などの機会をとらえ、水道事業への理解を深めるよう啓発を行うと

共に、安定的水供給と水道事業経営の関係や、水道事業に係る経費について市町村と

利用者との適切な負担区分の考え方などについて情報提供を行います。

また、 安全・安心 と 費用負担 について、県民が理解を深め、水道事業への

信頼感を醸成するよう、安全・安心を確保するための費用等について、適切な情報の

提供を行います。
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第 章で述べてきた 水道整備の基本方針 に基づき、県、水道事業者あるいは市町

村、そして利用者としての住民が、これからの水道整備を推進するために果たすべきそ

れぞれの役割を示します。

第 章 水道整備推進方策と将来計画

県 の 役 割 水道事業体（市町村）の役割 利用者（住民）の役割

地
域
に
お
け
る
安
定
し
た
水
供
給
シ
ス
テ
ム
の
構
築

県全体の水需給バランスの把握
事業認可における施設の最適配置の
審査
安定的水供給に関する情報提供・助
言
水道未普及地域解消事業への県費補
助

水需給バランスの確保
地下水の過剰揚水の見直し
水資源の有効活用
水道施設の最適配置の検討
専門技術者の確保
技術の継承，マニュアル化
老朽施設の計画的な更新
有効率の向上
事業の効率化の推進
適正な水道料金設定
中長期財政計画の策定
未普及地域への水道布設

水
道
未
普
及
地
域
の
衛
生
確
保

地下水汚染の状況把握
保健所における飲用相談・指導
飲用井戸設置者・管理者・使用者に
対する啓発
飲料水供給施設の設置に関する助言
及び補助

水道未普及地域の生活用水の現状
把握
地下水の状況把握
定期的な水質検査の勧奨
施設改善への支援
地下水汚染の防止
農業集落排水への加入，合併浄化
槽設置の推進
水源涵養など水資源保護を踏まえ
た環境保全
身近な環境保全に関する啓蒙普及
活動

水源の適正管理
定期水質検査の実施
節度ある水利用
水源保全のための地域コミュニ
ティの合意形成

水
道
の
管
理
水
準
の
向
上

水道事業体の技術力向上のための教
育・啓発の場の設定
立入検査による各水道事業体の管理
の実態把握及び管理向上に向けた指
導・助言
水道データベース による全県的

な水道施設状況の把握
水道データベース を基にした地

域ごとの課題の把握及び管理水準向
上のための指導・助言
管理の共同化の提案等、関係水道事
業体間の調整
福島県水道水質管理計画 の策定

と実施による原水水質の把握と情報
の共有化
水道法及び福島県給水施設等条例に
基づく貯水槽水道への衛生指導

適切な維持管理による施設の安定
性の向上
適切な水道技術管理者の任命
管理状況の評価と評価内容の
フィードバック
集中管理システムの導入
体系的な漏水調査による漏水の防止
定期的な点検・調整・排水による
配水施設管理
集水域の監視による原水汚染事故
体制整備
流域水道事業体間の情報級友シス
テムの構築
水道施設に応じた適切な運転・維
持管理
原水状況及び浄水過程に応じた適
切な水質検査
福島県水道水質管理計画 に基

づく原水水質検査
第三者委託やアウトソーシングな
ど民間活力の導入の検討
貯水槽水道の管理に対する積極的
な関与

貯水槽水道の適正管理
私有地内の給水設備の適正管理
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災
害
や
事
故
に
強
い
水
道
の
構
築

危機発生時の連絡網を整備し、災害
や事故発生時の情報収集及び関係機
関との連絡調整
福島県水道施設地震対策推進計画

書（改訂予定） に基づく連絡及び
支援体制の整備
国民保護法県計画策定による、危機
発生時の対応整備
本庁及び保健所に管内水道事業の主
要施設図面を保管することによる
バックアップ体制整備
立入検査による各水道事業体の危機
管理体制の把握及び体制整備に向け
た指導・助言
水道データベース による全県的

な水道危機管理体制の把握

耐震診断、耐震化計画に基づく体
系的な施設耐震化
遠隔監視システムの導入や施設の
覆蓋化による、侵入防止
配水池容量への消火水量の算入
危機管理体制や相互応援体制、災
害時の初動体制などの整備とマ
ニュアル化
利用者の混乱防止のための広報体
制整備

災害時の応急給水ポイントの把握
など、予防体制整備
災害時被害情報の関係機関への提
供
災害時における被災者等への相互
支援

地
域
水
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

保健所ごとの地域水道事業ネット
ワーク形成のための機会及び場の提
供
広域化推進事業 による具体的広

域化手法の検討
新たな広域化に関する情報提供及び
啓発
広域化を検討する水道事業体間の調
整

技術基盤・財政基盤強化のための
近隣水道事業体との連携の検討
技術基盤・財政基盤強化のための
広域化の検討
地域水道事業のネットワークにお
ける管理の一体化、施設の共同化
の検討
地域水道事業のネットワークにお
ける、資機材の共同購入や共同第
三者委託の検討
地域水道事業のネットワークにお
ける施設の最適配置の検討

水
道
水
源
環
境
の
保
全

福島県水資源総合計画 うつくしま
水プラン に基づく、水源保全の推
進
福島県水道水質管理計画 に基づ

く水源状況の把握と情報提供
流域情報の把握及び整理と水道事業
者への提供
森林環境税を財源とする水源涵養林
の整備など水源環境保全策の実施
（水源）環境保全に関する水道事業
者及び利用者の啓発

水源涵養林の整備など水源環境保
全策の実施
水道水源環境の保全のための 水
源保護条例 などの策定
地域の水循環に配慮し、持続的水
利用を考慮した事業計画や施設整
備の実施
地球環境に配慮した省エネルギー
型の施設整備や事業実施

無駄のない水利用
生活排水による環境汚染の防止
水源涵養林の整備への関心・理
解・協力

利
用
者
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築

水道週間などにおける、水道事業に
関する適切な情報提供
安定的水供給と水道事業経営に関す
る情報提供・助言
水道事業体が 安全・安心 を確保
するための事業実施のあり方や費用
負担のあり方に関する情報提供

利用者に対する積極的な情報提供
による透明性の確保
利用者の 安全・安心 を担保す
るための、分かりやすい水質情報
の提供
水道料金について利用者の理解を
得るための、適切な説明
水道事業経営の視点から、費用負
担及び負担区分に関する説明
広報やイベント開催による利用者
とのコミュニケーションの確保
水道審議会等への利用者の参加

水道事業への関心と情報収集
水道水の安全に関する情報への関
心と理解
水道料金の算定根拠の要求と、事
業実施に必要な経費に関する審査
水道審議会等への積極的な参加

県 の 役 割 水道事業体（市町村）の役割 利用者（住民）の役割



第 章 水道整備の基本方針 を踏まえて、考えられる具体的な施策を示します。そ

れぞれの施策には、中間年次と目標年次までの推進の方法により、将来計画として か

ら までの分類をしました。特に に分類された施策は、危機管理や水道水の安全確保

のために、早急な対応が必要とされる施策のため、中間年次までに達成することが求め

られるものです。
早急に対応が必要な（望ましい）施策
早急な着手が望まれ、中間年次における点検によって引き続き推進を図ることが望ましい施策
目標年度内にわたって計画的に推進することが望ましい施策
状況に応じて検討することが望まれる施策
利用者（住民）と手を携えて実施していくことが望ましい施策

第 章 水道整備推進方策と将来計画

基本方針 施策 具体的施策
実施者

県 水道
事業 住民

地域における安定した水供給システムの構築

水需給計画
の策定

県全体の水需給バランスの把握

需要量予測及び水源計画の策定

今後の開発計画及び水利権更新申請時における水量の審査、見直し

水源水量の
確保

水源不足事業体における水源の確保

広域圏による水融通（調整）

地下水の適
正利用

地下水の過剰揚水の見直し

地下水から表流水、浄水受水への転換

水資源の有
効利用

水道施設の最適配置の検討

事業認可における施設の最適配置の審査

広域化や相互融通による水資源の有効活用

有効率の向上

技術基盤の
強化

専門技術者の確保・育成

技術の継承、マニュアル化

計画的な施
設更新

老朽施設更新計画の策定

施設運用計画の策定

事業効率化
の推進

組織機構・定員管理の適正化

事業計画の定期的見直し、是正点の反映

外部委託推進に関する検討の実施

財政基盤の
強化

中長期財政計画の策定

現況における経営状況の問題点把握

計画に対する実績評価

企業債充当率の低減、内部留保資金の有効活用

適正な水道料金設定

経費負担区分の適正化（繰入金）

財務状況や内容に関する住民への情報提供の実施

未普及地域
への水道整
備

市町村による水道未普及地生活用水調査による住民ニーズの把握

生活衛生上の必要性、費用対効果などの検討

小規模飲料水供給施設の布設など、水道事業以外の水供給シス
テムの検討

水道未普及地域解消事業への県費補助

水道未普及地域の衛生確保

生活用水の
現状把握

水道未普及地域の生活用水の現状把握

地下水汚染の状況把握

水位、揚水量などの地下水の状況把握

水質検査の
実施

定期的な水質検査の勧奨

定期水質検査の実施

保健所における飲用相談・指導

地域における安定した水供給システムの構築

水道未普及地域の衛生確保



第 章 水道整備推進方策と将来計画

施設の衛生
確保

水源の適正管理

施設改善への支援

地下水汚染の防止

農業集落排水への加入，合併浄化槽設置の推進

飲用井戸設置者・管理者・使用者に対する啓発

飲料水供給施設の設置に関する助言及び補助

水源の保全

水源涵養など水資源保護を踏まえた環境保全

身近な環境保全に関する啓蒙普及活動

節度ある水利用

水源保全のための地域コミュニティの合意形成

水道の管理水準の向上

適切な維持
管理を行う
ための体制
整備

水道技術管理者となる有資格者の養成と、権限に見合った職名
での配置

維持管理業務を適切に実施できる業務実施体制、情報管理体制
の整備

施設の運転・維持管理体制の強化と、計画的な保守点検・整備
体制の確立

第三者委託やアウトソーシングなど民間活力の導入の検討

管理の共同化の提案等、関係水道事業体間の調整

水道事業の技術力向上のための教育・啓発

技術の高度化に対応するための、技術習得研修の実施

日常の施設
管理水準の
向上

浄水施設、送配水施設などの運転マニュアル・維持管理マニュ
アルの整備

施設図，配管図等の整備・更新・整理・保管

施設の老朽度や機能劣化を考慮した施設更新計画の作成、及び
施設更新計画に基づく計画的な整備

集中管理システムの導入

立入検査による各水道事業体の管理の実態把握及び管理向上に
向けた指導・助言

水道データベース による全県的な水道施設状況の把握

水道データベース を基にした地域ごとの課題の把握及び管
理水準向上のための指導・助言

管路管理の
向上

体系的な漏水調査による漏水の防止

老朽管路更新計画の策定，計画的な老朽管の更新

定期的な点検・調整・排水による配水施設管理

マッピングシステムの導入による管路や付帯設備の情報整理、
及び計画的な保守点検・整備体制の確立

適切な水質
検査の実施

水質検査計画の策定

原水状況及び浄水過程に応じた適切な水質検査

クリプトスポリジウムの指標菌検査

福島県水道水質管理計画 の策定と実施による原水水質の把
握と情報の共有化

福島県水道水質管理計画 に基づく原水水質検査

基本方針 施策 具体的施策
実施者

県 水道
事業 住民

水道の管理水準の向上
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水源汚染の
把握と対応
策の確立

水源付近における汚染源及び汚染源となるおそれのある工場・
事業場等の状況把握

他の水道事業体と流域の原水水質の共同監視や水質管理情報の
共有

原水に汚染が発見されたときの連絡体制整備

汚染されるおそれのある水源については、水道原水による魚類
の飼育、水質自動監視機器等による水質汚染の早期発見のため
の措置

原水、浄水におけるクリプトスポリジウム対策

貯水槽水道
の衛生確保

簡易専用水道、準簡易専用水道の布設、増設、改造の届出時の
指導・助言

簡易専用水道の法定検査の推進

小規模貯水槽水道の維持管理状況を把握し、設置者に対する適
切な管理検査受検の指導、助言、勧告

私有地内給水設備の適正管理と適宜更新

災害や事故に強い水道の構築

災害や事故
に強い水道
施設整備

耐震診断、耐震化計画に基づく体系的な施設耐震化

水源間あるいは配水系統間の相互連絡管の整備

水道事業間の緊急時連絡管の整備

浄水場、ポンプ場における自家発電装置の整備

遠隔監視システムの導入や施設の覆蓋化による、侵入防止

配水池容量への消火水量の算入

水道データベース による水道施設の耐震性等の把握に基づ
く指導、助言

危機管理対
応マニュア
ル等の整備

災害時の初動体制の整備とマニュアル化

福島県水道施設地震対策推進計画書（改訂予定） に基づく
連絡及び支援体制の整備

国民保護法県計画策定による、危機発生時の対応整備

危機発生時の連絡網を整備し、災害や事故発生時の情報収集及
び関係機関との連絡調整

立入検査による各水道事業体の危機管理体制の把握及び体制整
備に向けた指導・助言

応急給水や
応急復旧体
制の整備

隣接町村との相互応援体制の構築

応急給水のための給水ポイントの整備

本庁及び保健所に管内水道事業の主要施設図面を保管すること
によるバックアップ体制整備

図面リストや備蓄資機材整備を含めた、応急復旧・応急給水体
制の確立

緊急時の住
民対応体制
整備

緊急事態を想定しての訓練

被災時における混乱を最小限にするための、市民に対する飲料
水の備蓄ポイントや給水ポイント、非常時の対応方法について
の周知

災害ボランティア等のシステム整備

地域水道ネットワークの形成

近隣事業体
との連携の
促進

保健所ごとの地域水道事業ネットワーク形成のための機会及び
場の提供

技術基盤・財政基盤強化のための近隣水道事業体との連携の検
討

新たな広域化に関する情報提供及び啓発

基本方針 施策 具体的施策
実施者

県 水道
事業 住民

災害や事故に強い水道の構築

地域水道ネットワークの形成
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地 域 水 道
ネットワー
クの活用

地域水道事業のネットワークにおける管理の一体化、施設の共
同化の検討

地域水道事業のネットワークにおける、資機材の共同購入や共
同第三者委託の検討

地域水道事業のネットワークにおける施設の最適配置の検討

技術基盤・
財政基盤強
化のための
広域化の促
進

広域化推進事業 による具体的広域化手法の検討

広域化を検討する水道事業体間の調整

複数事業体の施設の統廃合による効率化

複数施設の統合・集中化による最適施設配置

広域化や効率化に関する職員の教育・啓発

水道水源環境の保全

総合的な水
源環境の保
全

福島県水資源総合計画 うつくしま水プラン に基づく、水源
保全の推進

水源涵養林の整備など水源環境保全策の実施

水道水源環境の保全のための 水源保護条例 などの策定

地域ごとの水関係行政機関と連携を深めるためのネットワーク構築

（水源）環境保全に関する水道事業者及び利用者の啓発

生活の場で水を無駄なく大切に利用する

流域による
水源保全

福島県水道水質管理計画 に基づく水源状況の把握と情報提供

流域情報の把握及び整理と水道事業者への提供

健全な水循環を考慮した取水、排水施設の配置

地域の水循環に配慮し、持続的水利用を考慮した事業計画や施
設整備の実施

合併浄化槽の導入等、流域環境に配慮した生活排水対策

地球環境の
保全

地球環境に配慮した省エネルギー型の施設整備や事業実施

環境マネジメントシステム（ ）の認証取得

浄水場発生土の有効利用

利用者とのパートナーシップの構築

水道事業全
体に関する
利用者との
相互理解の
構築

水道週間などにおける、水道事業に関する適切な情報提供

利用者に対する多面的な情報の提供による、水道事業の全体像
に対する理解の確保

利用者に対する積極的な情報提供による透明性の確保

水道審議会等への利用者の参加

水道事業への関心と情報収集

わかりやす
い水道情報
の提供

消費者からの苦情、情報提供に対する適切な対応

ホームページの開設など、利用者の入手しやすい方法や理解し
やすい形式による情報の提供

広報やイベント開催による利用者とのコミュニケーションの確保

水 道 水 の
安全・安

心 に関す
る信頼性の
確保

水道事業体が 安全・安心 を確保するための事業実施のあり
方や費用負担のあり方に関する情報提供

利用者の 安全・安心 を担保するための、わかりやすい水質
情報の提供

水道水の安全に関する情報への関心と理解

災害や水質事故等の非常時における対応について需要者へ情報提供

水道事業経
営や水道料
金に関する
理解の構築

安定的水供給と水道事業経営に関する情報提供・助言

水道料金について利用者の理解を得るための、適切な説明

水道事業経営の視点から、費用負担及び負担区分に関する説明

水道料金の算定根拠の要求と、事業実施に必要な経費に関する
審査

基本方針 施策 具体的施策
実施者

県 水道
事業 住民

水道水源環境の保全

利用者とのパートナーシップの構築





本構想は、県の新しい長期総合計画 うつくしま 及び、水資源総合計画 うつく

しま水プラン との整合の基に、本県水道行政の基本的な考え方を示すものですが、平

成 年度の中間年次の点検においては、併せて平成 年度に策定される福島県総合的な

水管理計画 うつくしま 水との共生 プラン との整合を図るものとします。

県は、本構想が着実に進展するように、水道事業者における事業の実施状況や整

備計画等の把握に努め、必要に応じて、水道事業者や市町村との協議を行い、本構

想で示した施策の促進に努めるものとします。

また、水道事業者に対する毎年の立入検査結果として、管理状況や災害対策の進

捗について水道データベースに登載された内容について取りまとめ、定期的に公表

するものとします。

なお、厚生労働省では 地域水道ビジョンの作成について （平成 年 月 日付

け厚生労働省健康局水道課長通知）によって、各市町村ごとに 地域水道ビジョン

を策定することを勧め、全国の策定状況を定期的に取りまとめる方針を示しました。

本県においても、県内の市町村に対し、地域水道ビジョンに本構想の施策が反映さ

れるよう情報提供を行うと共に、円滑な策定が行われるよう支援するものとします。

第 章 基本構想策定後の進行管理









資 料 編

名称

中
通
り
広
域
水
道
圏

会
津
広
域
水
道
圏

計

浜
通
り
広
域
水
道
圏

計

合計

県
北
ブ
ロ
ッ
ク

県
南
ブ
ロ
ッ
ク

計

構成市町村

福島市、川俣町、飯野町、
桑折町、伊達町 、国見町、
梁川町 、保原町 、霊山町 、
月舘町 、二本松市 、安達町 、
大玉村、岩代町 、東和町 、
本宮町

計 市 町 村

白沢村、郡山市、三春町、
小野町、滝根町 、大越町 、
都路村 、常葉町 、船引町 、
須賀川市 、長沼町 、鏡石町、
岩瀬村 、天栄村、古殿町、
石川町、玉川村、平田村、
浅川町、白河市 、西郷村、
表郷村 、東村 、泉崎村、
中島村、矢吹町、大信村 、
棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

計 市 町 村

計 市 町 村

会津若松市 、北会津村 、
磐梯町、猪苗代町、河東町 、
喜多方市 、熱塩加納村 、
北塩原村、塩川町 、山都町 、
西会津町、高郷村 、
会津坂下町、湯川村、柳津町、
会津高田町 、会津本郷町 、
新鶴村 、三島町、金山町、
昭和村、田島町、下郷町、
舘岩村、檜枝岐村、伊南村、
南郷村、只見町

計 市 町 村

計 市 町 村

原町市 、相馬市、新地町、
鹿島町 、小高町 、飯舘村、
広野町、楢葉町、富岡町、
川内村、大熊町、双葉町、
浪江町、葛尾村、いわき市

計 市 町 村

計 市 町 村

市 町 村（ 市町村）

面積
行政人口

地域

県北地域

県中地域

県南地域

計

会津地域

南 会 津
地 域

計

相双地域

い わ き
地 域

計

合計

構成市町村

福島市、川俣町、飯野町、
桑折町、伊達町 、国見町、
梁川町 、保原町 、霊山町 、
月舘町 、二本松市 、
安達町 、大玉村、岩代町 、
東和町 、本宮町、白沢村

計 市 町 村

郡山市、三春町、小野町、
滝根町 、大越町、都路村、
常葉町 、船引町 、
須賀川市 、長沼町 、
鏡石町、岩瀬村 、天栄村、
古殿町、石川町、玉川村、
平田村、浅川町

計 市 町 村

白河市 、西郷村、表郷村 、
東村 、泉崎村、中島村、
矢吹町、大信村 、棚倉町、
矢吹町、塙町、鮫川村

計 市 町 村

計 市 町 村

会津若松市 、
北会津村 、磐梯町、
猪苗代町、河東町 、
喜多方市 、熱塩加納村 、
北塩原村、塩川町 、山都町 、
西会津町、高郷村 、会津
坂下町、湯川村、柳津町、
会津高田町 、会津本郷町 、
新鶴村 、三島町、金山町、
昭和村

計 市 町 村

田島町 、下郷町、舘岩村 、
檜枝岐村、伊南村 、
南郷村 、只見町

計 町 村

計 市 町 村

原町市 、相馬市、新地町、
鹿島町 、小高町 、飯舘村、
広野町、楢葉町、富岡町、
川内村、大熊町、双葉町、
浪江町、葛尾村

計 市 町 村

いわき市
計 市

計 市 町 村

市 町 村（ 市町村）

面積
行政人口

注 表中の 印は合併前市町村

名称 構成市町村 面積
行政人口

地域 構成市町村 面積
行政人口
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広域圏

中
通
り
広
域
水

道
圏

県北ブロック

県南ブロック

小 計

会 津

広域水道圏

浜 通 り

広域水道圏

県 計

年度 人口

（千人）

給 水 人 口

上水道

（千人）

簡易水道

（千人）

専用水道

（千人）

合計

（千人）

水 道
普及率

（％）

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

水 道 数

上水道

（カ所）

簡易水道

（カ所）

専用水道

（カ所）

合計

（カ所）

用水供給事業

給水対象人口

（千人）

事業数

（カ所）

広域圏 年度

給 水 人 口
水 道
普及率

水 道 数 用水供給事業

人口 上水道 簡易水道 専用水道 合計 上水道 簡易水道 専用水道 合計 給水対象人口 事業数

（千人） （千人） （千人） （千人） （千人） （％） （カ所） （カ所） （カ所） （カ所） （千人） （カ所）
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広域圏及び
ブ ロ ッ ク

中
通
り
広
域
水
道
圏

県北ブロック

県南ブロック

小 計

会津広域水道圏

浜通り広域水道圏

県 計

年度

上 水 道

一人一日給水量

最大

（ ）

平均

（ ）

一日給水量

最大

（ ）

平均

（ ）

年間給水
量

（千 ）

簡 易 水 道

一人一日給水量

最大

（ ）

平均

（ ）

一日給水量

最大

（ ）

平均

（ ）

年間給水
量

（千 ）

専 用 水 道

一人一日給水量

最大

（ ）

平均

（ ）

一日給水量

最大

（ ）

平均

（ ）

広域圏及び
ブ ロ ッ ク 年度

上 水 道 簡 易 水 道 専 用 水 道

一人一日給水量 一日給水量
年間給水
量

一人一日給水量 一日給水量
年間給水
量

一人一日給水量 一日給水量

最大 平均 最大 平均 最大 平均 最大 平均 最大 平均 最大 平均

（ ） （ ） （ ） （ ） （千 ） （ ） （ ） （ ） （ ） （千 ） （ ） （ ） （ ） （ ）
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地 域

地 表 水 地 下 水
湧 水 浄水受水 計

ダ ム 湖 水 表 流 水 伏 流 水 浅 井 戸 深 井 戸

取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合

県 北

県 中

県 南

会 津

南会津

相 双

いわき

計

地 域

地 表 水 地 下 水
湧 水 浄水受水 計

ダ ム 湖 水 表 流 水 伏 流 水 浅 井 戸 深 井 戸

取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合

地 域

地 表 水 地 下 水
湧 水 浄水受水 計

ダ ム 湖 水 表 流 水 伏 流 水 浅 井 戸 深 井 戸

取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合

県 北

県 中

県 南

会 津

南会津

相 双

いわき

計

地 域

地 表 水 地 下 水
湧 水 浄水受水 計

ダ ム 湖 水 表 流 水 伏 流 水 浅 井 戸 深 井 戸

取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合

地 域

地 表 水 地 下 水
湧 水 浄水受水 計

ダ ム 湖 水 表 流 水 伏 流 水 浅 井 戸 深 井 戸

取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合

県 北

県 中

県 南

会 津

南会津

相 双

いわき

計

地 域

地 表 水 地 下 水
湧 水 浄水受水 計

ダ ム 湖 水 表 流 水 伏 流 水 浅 井 戸 深 井 戸

取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合 取水量 割合



ア）年平均増減数 ・
イ）年平均増減率 （ ）
ウ）修正指数曲線式
エ）べ き 曲 線 式 ・
オ）ロジスティック曲線式（最小二乗法）（ 以下 最小二乗法

カ）ロジスティック曲線式（三群法） （ 以下 三群法）

資 料 編

市町村名 福島県 普及率 の将来予測
単位 普及率（％）

相関係数
年平均増減数
年平均増減率 （ ）
修正指数曲線
べき曲線
ロジスティック曲線（最小二乗法） ｛ （ ）｝
ロジスティック曲線（三群法） ｛ （ ）｝

基準（ ）の年

実

績

値

将

来

値

元号 西暦 （実績値）
年平均
増減数

年平均
増減率

修正指数
曲 線 べき曲線

ロジスティック曲線
（最小二乗法）

ロジスティック曲線
（三群法）



資 料 編

年平均増減数

年平均増減率

修正指数曲線

べき曲線

ロジスティック（最小二乗法）

ロジスティック（三群法）

推計値 相関係数 備 考

不 適

採 用

福島県の水道普及率は ％ ％と推計されましたが、平成 年度

（ ）の推計値が実際の水道普及率 ％と一致した修正指数曲線とロジ

スティック曲線（三群法）のうち、相関関係が高い後者を採用し、平成 年

度（ ）に ％としました。

推計値 相関係数 備 考
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広域圏及び
ブ ロ ッ ク

中
通
り
広
域
水
道
圏

会 津
広域水道圏

浜 通 り
広域水道圏

県 外

県
北
ブ
ロ
ッ
ク

県
南
ブ
ロ
ッ
ク

小 計

年度
（ ）

総人口

（人）

普及率

（％）

給水
人口

（人）

人 日

（ 人 日）

最大 平均

日給水量

（ 日）

最大 平均

年 間
給水量

（千 ）

既 開
発水量

（ 日）

開 発
見込水量

（ 日）

過不足
水 量

（ 日）

開発見込水系名及
び開発見込み水量

摺上川ダム

今出ダム

本構想の目標年は平成 年度であるが、長期的な水道水の需要と供給の状況を見るため、平成 年度まで

の数値を示した。

広域圏及び
ブ ロ ッ ク

年度
（ ））

総人口

（人）

普及率

（％）

給水
人口

（人）

人 日

（ 人 日）

日給水量

（ 日）

年 間
給水量

（千 ））

既 開
発水量

（ 日））

開 発
見込水量

（ 日））

過不足
水 量

（ 日））

開発見込水系名及
び開発見込み水量

最大 平均 最大 平均
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項 目（手段）

収 入 増 加 策

支

出

抑

制

策

効率的設備投資

事務業務運営方式の改善

維持管理方法の改善

組織の再編・労務形態見直し

財務運用の適正化

委 託 化

アウトソーシング
（事業体 民間会社等）

第三者委託
（事業体 民間会社等）

第三者委託
（事業体 事業体）

委託者

委託者

委託者

受託者

概 要

給水普及率の向上、従量料金逓増度合い見直し、不納欠損
金の解消、受託工事費の適正化、下水道料金徴収費・消火
栓補償金等の費用負担基準の見直し、加入金の見直し、雑
収益に係る料金等のその他営業収益及び営業外収益の強化
を図る。

施設統廃合による合理化，近隣水道事業体との施設共同化、
建設コストの縮減、材料支給制度の見直し、コストベネ
フィット分析・アセットマネジメントの導入、 、既存
ストックの有効利用、水運用の適正化、施設の長寿命化等
により経費を削減する。

業務プロセスの見直し、業績制度の導入、設備台帳等の各
種情報システムの活用（ 化）、品質管理・原価管理の充実、
検針・集金等業務の改善、業務の標準化・マニュアル化、
内部牽制制度の確立、生産性・収益性等の経営指標改善等
により効率化を図る。

備品在庫の適正化、電力使用の見直しによる省エネ、新エ
ネルギーの導入、施設運転管理方法の見直し、施設利用率
の向上、不要資産の適正処分、施設上下空間の有効利用、
開閉栓等業務の改善等により経費を削減する。

組織・機構の再編、人員配置・職務分掌の見直し、時間外
業務の見直し、上下水道組織の一体化などにより効率化、
能率改善を図る。

積立金の適正化、修繕引当金の活用、内部留保資金の適正
化、資金運用方法の見直し等により改善を図る。

従来の業務委託、第三者委託により効率的な運営を確保す
る。

従来の業務委託（水道法 条の 以外）により、民間のノ
ウハウを活用して効率的な事業運営を図る。事業実施主体
は不変であるが、経営資源（人材）の不足を安価で補うこ
とができる（人材派遣を含む）。

民間会社等に技術上の管理業務を性能発注により委託し、
権限を委譲して受託者のノウハウ、裁量により水道の全部
又は一部の管理の効率化を図る。受託者の創意工夫により
経費を削減できる。

水道事業体に技術上の管理業務を委託し、権限を委譲して
受託者のノウハウ、裁量により水道の全部又は一部の管理
の効率化を図る。人材不足の解消、一定の技術力を確保で
きる他、経費も削減可能となる。

水道事業体から技術上の管理業務を受託し、主体的に水道
の全部又は一部の管理を行う。自らの施設管理と合わせて
実施することでスケールメリット、受託収益が期待でき、
既存の技術力、人材が活用できる。

項 目（手段） 概 要
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圏域

中通り

会津

浜通り

検査体制

自己検査

共同検査

委託検査

自己検査

共同審査

委託検査

自己検査

共同検査

委託検査

福島地方
水企業団

白河水企
業団

地方公共
団体の機
関

厚生労働
大臣登録
機関

喜多方水
企業団

地方公共
団体の機関

厚生労働
大臣登録
機関

相馬水企
業団

地方公共
団体の機
関

厚生労働
大臣登録
機関

毎月検査

郡山市（上水）

福島（企）、福島市、川俣
町、安達町 、東和町
、桑折町、国見町、梁

川町 、月舘町 、伊達
町 、保原町 、霊山町
、飯野町

白河（企）、白河市 、
東村 、矢吹町、中島村

郡山市（簡水）、大玉村、
泉崎村、大越町 、古
殿町、常葉町

福島市（簡水）、須賀
川市 、二本松市 、
岩代町 、本宮町、白
沢村、長沼町 、鏡石
町、岩瀬村 、天栄村、
矢祭町、塙町、鮫川村、
石川町、玉川村、平田
村、浅川町、三春町、
滝根町 、都路村 、
常葉町 、西郷村、表
郷村 、石川町、玉川
村、三春町、小野町、
船引町

会津若松市 、会津若
松（企）（一部）

喜多方（企）、喜多方市

三島町、昭和村、磐梯
町

舘岩村 、檜枝岐村、
南郷村 、只見町、熱
塩加納村 、西会津町、
高郷村、猪苗代町、湯
川村、河東町 、会津
本郷町 、新鶴村 、
金山町、田島町 、北
会津村 、塩川町 、
西会津町、猪苗代町、
会津坂下町、会津高田
町 、会津本郷町 、
会津若松（企）

いわき市、原町市
（ を除く）

相馬（企）、民営簡易
水道 事業

双葉（企）
（いわき市に委託）

原町市 （ のみ）、
葛尾村、小高町 、飯
舘村、浪江町

事業
者数 ヶ月に 回の検査

郡山市（上水）

福島（企）、福島市、川俣
町、安達町 、東和町
、桑折町、国見町、梁
川町 、月舘町 、伊達
町、保原町 、霊山町
、飯野町

白河（企）（一部）

郡山市（簡水）、大玉村、
古殿町、常葉町

白河（企）（一部）、福島
市（簡水）、須賀川市 、
二本松市 、白河市 、
岩代町 、本宮町、白沢
村、長沼町 、鏡石町、
岩瀬村 、天栄村、矢吹
町、泉崎村、東村、中島
村、矢祭町、塙町、鮫川
村、石川町、玉川村、平
田村、浅川町、三春町、
滝根町 、大越町 、都
路村 、常葉町 、西郷
村、表郷村 、石川町、
玉川村、三春町、小野
町、船引町

会津若松市 （一部）、
会津若松（企）（一部）

昭和村

会津若松市（一部）、喜
多方市 、舘岩村 、檜
枝岐村、南郷村 、只見
町、熱塩加納村 、西会
津町、高郷村 、磐梯
町、猪苗代町、湯川村、
河東町 、会津本郷町
、新鶴村 、金山町、

三島町、田島町 、北会
津村 、塩川町 、西会
津町、猪苗代町、会津坂
下町、会津高田町 、会
津本郷町、会津若松
（企）、喜多方（企）

いわき市

相馬（企）（一部）、
民営簡易水道 事業

双葉（企）
（いわき市に委託）

原町市 、葛尾村、小
高町 、飯舘村、浪江
町、相馬（企）（一部）

事業
者数 その他の検査

郡山市（上水）

福島（企）、福島市、川俣
町、安達町 、東和町
、桑折町、国見町、梁
川町 、月舘町 、伊達
町、保原町 、霊山町
、飯野町

白河（企）（一部）

郡山市（簡水）、大玉村、
古殿町、常葉町

白河（企）（一部）、福島
市（簡水）、須賀川市 、
二本松市 、白河市 、
岩代町 、本宮町、白沢
村、長沼町 、鏡石町、
岩瀬村 、天栄村、矢吹
町、泉崎村、東村、中島
村、矢祭町、塙町、鮫川
村、石川町、玉川村、平
田村、浅川町、三春町、
滝根町 、大越町 、都
路村 、常葉町 、西郷
村、表郷村 、石川町、
玉川村、三春町、小野
町、船引町

会津若松市 （一部）、
会津若松（企）（一部）

会津若松市（一部）、喜
多方市 、舘岩村 、檜
枝岐村、南郷村 、只見
町、熱塩加納村 、西会
津町、高郷村 、磐梯
町、猪苗代町、湯川村、
河東町 、会津本郷町
、新鶴村 、金山町、

三島町、田島町 、昭和
村、北会津村 、塩川町
、西会津町、猪苗代

町、会津板下町、会津高
田町 、会津本郷町 、
会津若松（企）、喜多方
（企）

いわき市

相馬（企）（一部）、
民営簡易水道 事業

原町市 、葛尾村、小高
町 、飯舘村、浪江町、
相馬（企）（一部）、双葉
（企）

事業
者数

は合併前市町村

圏域 検査体制 毎月検査 事業
者数 ヶ月に 回の検査 事業

者数 その他の検査 事業
者数
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福島市杉妻町 番 号

直通）

＠
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